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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第 1 号 教 育 部 学校教育課 

令和６年８月 27 日提出 (課長)上條貴芳 (担当係長)山浦功和 

  

タイトル 令和６年度 交通事故０「ゼロ」プロジェクトについて 

決定を要する事項の内容 交通事故０「ゼロ」プロジェクトのテーマ及び内容について 

要旨 

安曇野市教育委員会では、令和２年度から子どもたちの大切な命

を守るため、交通事故０（ゼロ）を目指した重点的な取り組みを

実施している。令和６年度のプロジェクト実施にあたり、事業内

容及びテーマについて協議するもの。 

説明 

１ 実施期間 

 令和６年 秋の全国交通安全運動（令和６年９月 21 日(土)から

同月 30 日(月)）に併せて、本事業は９月 21 日(土)から 10 月 20

日(日)までの１ヶ月実施するものとしたい。 

  

２ テーマ 

１ 車だけ？ 交通ルールは皆のもの 

・交通ルールは、道路を利用するすべての人が守る義務があ

り、交通マナーに気をつける必要があります。 

・交差点では「止まる・見る・待つ」の動作を確実に。 

２ ヘルメット、子どもも大人も命綱 

・自転車に乗るすべての人がヘルメットをかぶることに努め

ます。 

・夕方の歩行や自転車運転は、目立つ色の服装や反射材を身

に付け、自動車運転者に自分の存在を知らせます。 

３ 抜け道と 思うな そこは通学路 

・通学路では、子どもが突然飛び出すことを念頭に速度を控

えます。 

・通学路であっても、歩行者自身が安全に注意しなければな

りません。 

 ※交通事故０「ゼロ」プロジェクトについては、別紙のとおり 

 

３ 実施内容 

（１）交通事故防止ポスターの掲示（令和５年度からの継続） 

安曇野市の子どもの命を守る交通事故抑止のポスターを製

作し、市民の目に触れる場所に掲示し注意喚起を図ります。 

・市内小中学校 17 校  ・市役所本庁舎玄関と各支所 

・市内の公立図書館等教育施設  ・安曇野警察署 
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（２）市役所へ横断幕を掲出（新規事業） 

  安曇野市役所へ横断幕を掲出し、交通事故０(ゼロ)プロジェ

クトの取り組みをアピールします。 

（３）児童・生徒への交通安全の啓発（令和５年度からの継続） 

  交通安全の知識や技術に興味を持って学んでもらうために、

１人１台端末などを利用して回答する「交通安全クイズ」に

取り組んでもらう。令和６年度は、小学校低・高学年、中学

生向けのほか、親子で交通安全を考える機会とするよう「保

護者」向けも用意します。 

 

（以 上） 
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別紙 １ 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第２号 教育部 学校教育課 

令和６年８月 27 日提出 (課長) 上條 貴芳 (担当) 高橋 満 

  

タイトル 令和５年度事業に係る教育事務の点検評価について 

決定を要する事項の

内容 
令和５年度事業に係る教育事務の点検評価の内容の承認 

要旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162

号）第 26 条に基づき、令和５年度事業の点検評価を実施した。こ

れを別冊のとおりまとめたので、承認を求めるもの。 

説明 

１ 概要 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育事務につい

て、毎年、管理及び執行の状況の点検・評価を実施し、議会の報告

した上で公表する旨を定めており（第 26 条第１項）、この点検・評

価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者（以下「外

部評価者」）の知見を活用することとしている（同条第２項）。令和

５年度事業の点検・評価について、別冊のとおりとりまとめたもの。 

 

※別冊資料のうち、「教育に関し学識経験を有する者の評価」は、

現在取りまとめ中のため、定例会にて配布の予定です。 

 

２ 今後の予定 

令和６年８月 27 日 教育委員会定例会による点検・評価 

     ８月 28 日 市議会にて配布 

 

 

 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第３号 教育部文化課 

令和６年８月 27 日提出 (課長)三澤新弥  (担当)逸見大悟 

  

件名 
安曇野市誌編さん専門調査会（考古部会）専門調査員の委嘱等につ

いて 

決定を要する事項の

内容 
専門調査員の委嘱（市職員にあっては任命）に係る協議 

要旨 

安曇野市誌編さん専門調査会（考古部会）専門調査員が本年９月 30

日をもって任期を迎えるにあたり、改めて専門調査員を委嘱及び任

命することについて協議するもの。 

説明 

１ 専門調査員 

別紙のとおり ９人 

 

２ 任期 

 委嘱等の日から令和８年９月 30 日まで 

 

３ 根拠 

○安曇野市誌編さん専門調査会設置要綱（令和２年安曇野市教育委

員会告示第９号） 

（設置） 

第１条 安曇野市誌編さんに関する調査・執筆等の実務を的確かつ

効率的に行うため、専門調査員で構成する安曇野市誌編さん専門

調査会（以下「調査会」という。）を設置する。 

（専門調査員） 

第２条 前条に規定する調査会の専門調査員は、安曇野市市誌編さ

ん計画に沿って学識経験者の中から安曇野市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）が委嘱又は任命する。 

（任期） 

第３条 専門調査員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げな

い。 

（部会） 

第４条 調査会に専門調査員３人以上で構成する次に掲げる部会を

安曇野市市誌編さん計画に沿って置く。 

(１) 民俗部会 

(２) 考古部会 

(３) 自然部会 

(４) 近現代部会 

(５) 中近世部会 

(６) 地域資料調査部会 

（以 上） 
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安曇野市情報公開条例 （平成18年安曇野市条例第５号）第５条
第１項第２号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人
が識別され、又は識別され得るものに該当するものであるため、
非公開とします。



 

安曇野市誌編さん専門調査会（考古部会）専門調査員 

（委嘱）  
氏  名 所 属 等 関係した遺跡 

1 臼居 直之 元安曇野市教育委員会 穂高古墳群 

2 大澤 慶哲 元明科町教育委員会 ほうろく屋敷遺跡、明科廃寺、潮古墳

群 

3 島田 哲男 元大町市教育委員会 縄文時代の遺跡 

4 百瀬 新治 元豊科郷土博物館長 堀金小学校付近遺跡 

 

（任命）  
氏  名 所 属 等 関係した遺跡 

1 土屋 和章 市民生活部環境課 安曇野市内の遺跡 

2 寺島 俊郎 安曇野市教育委員会 堀金小学校付近遺跡、矢原遺跡群 

3 原 明芳 豊科郷土博物館長 古代の遺跡 

4 山下 泰永 安曇野市教育委員会 矢原遺跡群、穂高古墳群、他谷遺跡 

５ 山田 真一 安曇野市教育委員会 菖蒲平・上ノ山窯跡群、町田遺跡 
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議案第４号 教育部 各課 

令和６年８月 27 日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 

 

課名 共催 後援 

学校教育課 １件 ２件 

生涯学習課 １件 １件 

文化課  １件 

子ども家庭支援課  ２件 

               （詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 
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※　申請書は、安曇野市情報公開条例 （平成18年安曇野市条例第５号）第５条 第１項第２号に規定する
　　個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものに該当するものであるた
　　め、非公開とします。
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見

安
曇

野
市

囲
碁

・
将

棋
大

会
実

行
委

員
会

実
行

委
員

長
浅

井
　

博
文

安
曇

野
市

の
公

民
館

施
設

を
借

り
て

大
会

を
開

催
す

る
。

囲
碁

・
将

棋
を

通
し

て
市

内
住

民
の

親
睦

・
交

流
を

図
る

。

7
月

2
6

日
令

和
６

年
1
1
月

1
7
日

(日
)

安
曇

野
市

明
科

公
民

館
日

本
の

伝
統

文
化

で
あ

る
囲

碁
や

将
棋

の
良

さ
を

改
め

て
見

直
し

、
趣

味
の

発
見

・技
術

の
向

上
・
市

民
の

交
流

と
幅

広
い

年
齢

層
へ

の
普

及
を

図
る

も
の

で
す

。

囲
碁

の
部

、
将

棋
の

部
に

分
か

れ
、
試

合
を

行
う

。
参

加
料

：
１人

1
,0

0
0
円

(高
校

生
以

下
5

0
0

円
)

○
○

‐
基

準
第

3
条

第
2

項
に

よ
り

可

■
第

1
3

回
安

曇
野

市
囲

碁
・
将

棋
大

会
主

催
：
安

曇
野

市
囲

碁
・
将

棋
大

会
実

行
委

員
会

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
・
東

筑
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
協

会 会
長

　
望

月
　
雄

内

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

競
技

を
広

く
普

及
さ

せ
、
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
の

振
興

を
図

り
生

涯
学

習
、
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
の

一
環

と
し

て
も

普
及

を
図

る
た

め
。

8
月

1
5

日

令
和

６
年

1
1
月

1
4
日

（
木

）
～

1
1
月

1
7
日

（
日

）

A
N

C
ア

リ
ー

ナ
（
安

曇
野

市
総

合
体

育
館

）
・安

曇
野

市
穂

高
総

合
体

育
館

・
池

田
町

総
合

体
育

館
・

大
町

市
運

動
公

園
総

合
体

育
館

推
薦

チ
ー

ム
及

び
各

都
道

府
県

代
表

に
よ

る
９
人

制
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
日

本
一

を
決

定
す

る
大

会
。
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
界

の
発

展
と

普
及

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
指

し
開

催
す

る
。

参
加

6
0
チ

ー
ム

、
参

加
者

9
0
0
人

、
グ

ル
ー

プ
戦

後
、
決

勝
ト

ー
ナ

メ
ン

ト
戦

と
す

る
。

参
加

費
１チ

ー
ム

3
,0

0
0

円

‐
‐

‐
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
2
0
2

4
年

度
　

第
9
4

回
　

全
日

本
９

人
制

バ
レ

ー
ボ

ー
ル

総
合

男
子

選
手

権
大

会
主

催
：
公

益
財

団
法

人
日

本
バ

レ
ー

ボ
ー

ル
協

会
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文
化

課
 

 
 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

株
式

会
社

　
長

野
放

送
代

表
取

締
役

社
長

　
外

山
　
衆

司

児
童

か
ら

成
人

ま
で

、
幅

広
い

年
代

の
多

く
の

方
々

に
周

知
を

図
る

こ
と

に
よ

り
、
文

化
芸

術
の

向
上

・
普

及
に

寄
与

す
る

た
め

。

7
月

1
7

日
令

和
７

年
３

月
2

0
日

（
木

）
～

６
月

１日
（日

）
サ

ン
ト

ミ
ュ

ー
ゼ

　
上

田
市

立
美

術
館

深
堀

隆
介

氏
の

作
品

を
展

示
し

、
幅

広
い

年
代

の
方

々
に

鑑
賞

い
た

だ
く

こ
と

で
文

化
芸

術
の

向
上

・
普

及
に

つ
な

げ
た

い
。

美
術

作
家

・
深

堀
隆

介
氏

の
作

品
展

。
主

に
、

金
魚

を
特

殊
な

技
法

で
立

体
的

に
描

い
た

作
品

の
展

示
。

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
深

堀
隆

介
展

　
水

面
の

揺
ら

ぎ
の

中
へ

主
催

：
株

式
会

社
　
長

野
放

送
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子
ど

も
家

庭
支

援
課
 

  
     

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

フ
ァ

ミ
リ

ア
実

行
委

員
会

　
三

澤
康

弘
・
鶴

巻
千

栄
子

啓
発

イ
ベ

ン
ト

を
通

じ
て

児
童

虐
待

防
止

の
第

一
歩

で
あ

る
「
人

と
つ

な
が

る
」
取

り
組

み
を

展
開

。
長

野
県

と
し

て
も

オ
レ

ン
ジ

リ
ボ

ン
の

認
知

普
及

促
進

が
進

む
と

と
も

に
、
総

合
計

画
「
し

あ
わ

せ
信

州
創

造
プ

ラ
ン

3
.0

」
の

中
に

あ
る

基
本

目
標

の
「
・
結

婚
・
子

育
て

支
援

、
教

育
等

が
充

実
し

、
子

ど
も

・
若

者
や

女
性

の
幸

福
追

求
が

最
大

限
保

証
さ

れ
て

い
る

。
」
に

つ
な

げ
て

い
く

こ
と

が
で

き
る

と
考

え
て

い
ま

す
。
取

り
組

み
を

展
開

し
、
青

少
年

の
健

全
育

成
に

寄
与

す
る

た
め

。

7
月

9
日

令
和

６
年

９
月

2
1日

（
土

）
穂

高
総

合
体

育
館

児
童

相
談

所
や

行
政

の
手

の
届

か
な

い
孤

立
の

中
で

も
尊

い
命

が
失

わ
れ

て
い

る
こ

と
を

受
け

て
、
民

間
か

ら
の

ア
プ

ロ
ー

チ
も

大
切

だ
と

考
え

て
い

ま
す

。

オ
レ

ン
ジ

リ
ボ

ン
啓

発
ブ

ー
ス

、
ウ

ォ
ー

キ
ン

グ
サ

ッ
カ

ー
、
バ

ル
ー

ン
ア

ー
ト

、
マ

ル
シ

ェ
な

ど
。
18

9
相

談
窓

口
、
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

（乳
児

院
）
、
チ

ャ
イ

ル
ド

ラ
イ

ン
な

ど
、
知

っ
て

い
る

だ
け

で
救

え
る

命
が

あ
る

と
考

え
て

い
ま

す
。
ま

ず
は

市
民

が
気

軽
に

参
加

で
き

て
、
家

族
や

地
域

（行
政

・
他

活
動

団
体

）
と

の
つ

な
が

り
を

つ
く

れ
る

イ
ベ

ン
ト

開
催

し
、
自

分
た

ち
が

楽
し

み
な

が
ら

孤
立

を
防

ぐ
こ

と
の

大
切

さ
を

伝
え

る
こ

と
に

重
き

を
置

き
、
次

の
ス

テ
ッ

プ
と

し
て

気
兼

ね
な

く
助

け
を

求
め

ら
れ

る
市

民
性

を
醸

成
に

挑
戦

し
て

い
き

ま
す

。

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
第

５
回

信
州

オ
レ

ン
ジ

リ
ボ

ン
フ

ェ
ス

フ
ァ

ミ
リ

ア
主

催
：
主

催
：
Ib

u
k
i 

M
u
s
ic

 A
s
s
o
c
ia

te
s
　
主

管
：
フ

ァ
ミ

リ
ア

実
行

委
員

会
（
運

営
団

体
）

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

一
般

社
団

法
人

ガ
ー

ル
ス

カ
ウ

ト
長

野
県

連
盟

　
代

表
　

岡
田

　
敦

子

こ
の

催
し

を
通

し
て

、
青

少
年

に
エ

コ
に

つ
い

て
楽

し
く

学
ん

で
欲

し
い

と
考

え
て

い
る

。
青

少
年

の
健

全
育

成
に

資
す

る
の

で
後

援
を

頂
き

た
い

。

8
月

8
日

令
和

６
年

1
1
月

２
日

（
土

）
松

本
市

音
楽

文
化

ホ
ー

ル
　

メ
イ

ン
ホ

ー
ル

ガ
ー

ル
ス

カ
ウ

ト
以

外
の

一
般

の
子

供
た

ち
に

も
多

く
参

加
を

呼
び

か
け

、
エ

コ
ソ

ン
グ

コ
ン

サ
ー

ト
を

楽
し

ん
で

も
ら

い
な

が
ら

、
エ

コ
に

つ
い

て
考

え
る

場
と

し
た

い
。

ガ
ー

ル
ス

カ
ウ

ト
活

動
発

表
と

メ
ル

ヘ
ン

・
ミ

ュ
ー

ジ
ッ

ク
・
シ

ア
タ

ー
に

よ
る

エ
コ

コ
ン

サ
ー

ト
-

-
-

基
準

第
３

条
第

２
項

に
よ

り
可

■
エ

コ
ソ

ン
グ

コ
ン

サ
ー

ト
主

催
：
一

般
社

団
法

人
ガ

ー
ル

ス
カ

ウ
ト

長
野

県
連

盟
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報告第１号 教育部 学校教育課 

令和６年８月 27 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)高橋満 

  

件名 安曇野市入学準備金貸付基金条例施行規則の一部改正について 

要旨 
安曇野市入学準備金貸付制度について、より利用し易いものとす

るための見直しを行ったので報告するもの。 

説明 

１ 背景 

従前、世帯の所得が「生活保護の支給対象となる所得の1.5倍以下」

を貸付けの要件の１つとしていた。しかし、相談に訪れた市民の中に

は、この所得を超過しているために貸付けすることができない例が多

く見受けられた。このため、より利用し易い制度とするため、貸付要

件を見直したもの。 

 

２ 改正内容 

 (１) 貸付けを受けることができる要件を、世帯所得で800万円以下

とするもの。 

  ※平均的な生活費、大学生等の子の授業料・仕送り額、世帯年間

貯蓄額から算出 

 (２) 子が２人以上いる場合は、800万円に２人目以降の子の数×100

万円を加算した額を所得要件とするもの。 

 (３) その他、字句体裁等の所要の改正を行うもの。 

 

３ 施行日 

令和６年８月１日（施行日以降に高校又は大学等に進学する者から

適用） 

 

（以 上） 
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〇
安

曇
野

市
入

学
準

備
金

貸
付

基
金

条
例

施
行

規
則

（
平

成
2
8
年

安
曇

野
市

規
則

第
5
7
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
貸
付
け
を
受
け
る
保
護
者
の
要
件
）
 

（
貸
付
け
を
受
け
る
保
護
者
の
要
件
）
 

第
３
条
 
条
例
第
８
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
額
は
、
80
0万

円
と
す
る
。
 

第
３
条
 
条
例
第
８
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
額
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
4

号
）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
需
要
額
に
1.
5を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長

が
こ
れ
に
準
じ
る
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
護
者
に
生
計
を
一
に
す
る
子
が
い
る
と

き
は
、
当
該
子
の
数
か
ら
１
を
減
じ
て
得
た
数
に
10
0万

円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
前
項
の
額
に
加
算

す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

 

（
連
帯
保
証
人
の
要
件
）
 

（
連
帯
保
証
人
の
要
件
）
 

第
４
条
 
条
例
第
８
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
連
帯
保
証
人
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
条
 
条
例
第
８
条
第
１
項
第
４
号
に
規
定
す
る
連
帯
保
証
人
は
、
次
の
各
号
の
要
件
を
備
え
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42
年
法
律
第
81
号
）
の
規
定
に
よ
り
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
現
に
居
住
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
な
事
情

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(１
) 

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
42
年
法
律
第
81
号
）
の
規
定
に
よ
り
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
現
に
居
住
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
な
事
情

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(２
) 

貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
護
者
と
は
別
に
独
立
の
生
計
を
営
む
未
成
年
者
で
な
い
者
で

あ
っ
て
、
市
税
に
滞
納
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(２
) 

借
受
人
と
は
別
に
独
立
の
生
計
を
営
む
未
成
年
者
で
な
い
者
で
あ
っ
て
、
市
税
に
滞
納
が
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

(３
) 

（
略
）
 

 

(３
) 

（
略
）
 

 

（
申
請
手
続
）
 

（
申
請
手
続
）
 

第
５
条
 
条
例
第
９
条
に
規
定
す
る
申
請
は
、
入
学
準
備
金
借
受
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
５
条
 
条
例
第
９
条
に
規
定
す
る
申
請
は
、
入
学
準
備
金
借
受
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）
に
次
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(１
) 

貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
護
者
及
び
生
計
を
一
に
す
る
者
並
び
に
連
帯
保
証
人
の
所
得

を
証
す
る
書
類
 

(１
) 

借
受
人
及
び
生
計
を
一
に
す
る
者
並
び
に
連
帯
保
証
人
の
所
得
を
証
す
る
書
類
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

生
活
状
況
の
申
告
書
（
様
式
第
２
号
）
 

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

（
略
）
 

(３
) 

（
略
）
 

(４
) 

（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
が
本
人
の
同
意
に
基
づ
き
必
要
事
項
を
確
認
で
き
る
と
き

は
、
同
項
第
１
号
の
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
が
本
人
の
同
意
に
基
づ
き
必
要
事
項
を
確
認
で
き
る
場
合

は
、
同
項
第
１
号
の
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
死
亡
の
届
出
）
 

（
死
亡
の
届
出
）
 

第
10
条
 
借
受
人
が
死
亡
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
承
継
人
が
、
生
徒
又
は
連
帯
保
証
人
が
死
亡
し
た
と

第
10
条
 
借
受
人
が
死
亡
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
承
継
人
が
、
生
徒
又
は
連
帯
保
証
人
が
死
亡
し
た
と
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改
正
後
 

改
正
前
 

き
に
あ
っ
て
は
借
受
人
が
速
や
か
に
死
亡
届
（
様
式
第
７
号
）
に
死
亡
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
市

長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

き
に
あ
っ
て
は
借
受
人
が
す
み
や
か
に
死
亡
届
（
様
式
第
７
号
）
に
死
亡
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て

市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
返
済
猶
予
及
び
免
除
の
申
請
）
 

（
返
済
猶
予
及
び
免
除
の
申
請
）
 

第
13
条
 
条
例
第
15
条
の
返
済
期
限
の
猶
予
又
は
返
済
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
入
学
準

備
金
返
済
猶
予
申
請
書
（
様
式
第
11
号
）
又
は
入
学
準
備
金
返
済
免
除
申
請
書
（
様
式
第
12
号
）
を

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
13
条
 
条
例
第
15
条
の
返
済
期
限
の
猶
予
又
は
返
済
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
入
学
準

備
金
貸
付
金
返
済
猶
予
申
請
書
（
様
式
第
11
号
）
又
は
入
学
準
備
金
返
済
免
除
申
請
書
（
様
式
第
12

号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
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様
式
第
２
号
（
第
５

条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

改
 
正

 
後

 

 
削
除
 
 

 
 

様
式

第
２
号
（
第
５

条
関

係
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

改
 
正

 
前

 

 

生
活
状

況
の

申
告

書
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
月

 
日
 

  
（

宛
先

）
 

安
曇

野
市

長
 

 

住
 
所

 

氏
 
名

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
㊞
 

 

下
記

項
目

で
該

当
す

る
も

の
に
「

○
」

を
記
入

し
て
く

だ
さ

い
。

 

 

記
入
欄

 
要

件
 

 
生

活
保
護

世
帯

で
す

。
 

 
生

活
保
護

が
廃

止
又

は
停
止
さ
れ

ま
し

た
。
 

 
市

民
税
が

課
税

さ
れ

て
い
ま
せ
ん

。
 

 
市

民
税
、

固
定

資
産

税
、
国
民
健

康
保

険
税

又
は
国
民

年
金

掛
け

金
の

減
免

を
受
け
て
い

ま
す

。
 

 
生

活
福
祉

資
金

の
貸

付
け
を
受
け

て
い

ま
す

。
 

 
保

護
者
が

職
業

安
定

所
登
録
日
雇

い
労

働
者

で
す
。
 

 
保

護
者
の

職
業

が
不

安
定
で
生
活

が
困

難
で

す
。
 

 
災

害
、
事

故
又

は
疾

病
に
よ
り
生

活
が

困
難

で
す
。
 

そ
の

他
理

由
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様
式
第
３
号
（
第
５

条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

改
 
正

 
後

 

同
 
意
 
書
 

 

年
 
月
 
日
 

 
（
宛
先
）
 
安
曇

野
市
長
 

   １
 
私
は
、
入
学
準

備
金
を
借
り
受
け
る
に
当
た
っ
て
、
次
に
つ
い
て
同

意
し
ま
す
。
 

ま
た
、
借
受
人
及
び
連
帯
保
証
人
に
あ
っ
て
は
、
後
見
開
始
、
保
佐
開
始
若
し

く
は

補
助
開
始
の

審
判

又
は
破
産
手
続
開
始

の
決
定
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す
。
 

(１
) 

市
長
が
世
帯
若
し
く
は
居
住
の
状
況
又
は
市
税
の
申
告
・
課
税
・
納
付

の
状

況
に
係
る
資

料
を

閲
覧
す
る
こ
と

。
 

(２
) 

安
曇
野
市
に
お
い
て
(
１
)
の
資
料
の
閲
覧
が
で
き
な
い
場
合
は
、
こ

れ
を

取
得
し
、
提

出
す
る

こ
と
。
 

(３
) 

返
済
を
滞

っ
た
場
合
、
私
の
勤
務
先
、
口
座
並
び
に
所
有
す
る

不
動

産
及
び

自
動

車
に

係
る

情

報
を
市
長
が
取
得
す
る
こ
と
。
 

 

（
借
受
人
）
 

 
㊞

 

（
連
帯
保
証
人
）
 

 

 
㊞

 

 ２
 
私
は
、
入
学
準
備
金
を
借
り
受
け
る
に
当
た
っ
て
、
次
に
つ
い
て

同
意

し
ま
す
。
 

(１
) 

市
長
が
世

帯
若
し
く
は
居
住
の
状
況
又
は
市
税
の
申
告
・
課
税

・
納

付
の
状

況
に

係
る

資
料

を

閲
覧
す
る
こ
と
。
 

(２
) 

安
曇
野
市

に
お
い
て
(１

)
の
資
料
の
閲
覧
が
で
き
な
い
場
合
は

、
こ

れ
を

取
得
し
、
提

出
す

る

こ
と
。
 

（
借
受
人
と
生
計
を
一
に
す
る
者
）
 

 

 
㊞

 

 
㊞

 

 
㊞

 

 
㊞

 

 
㊞

 

 

様
式

第
３
号
（
第
５

条
関

係
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

改
 
正

 
前

 

同
 

意
 

書
 

 

年
 
月
 
日
 

 
（

宛
先
）
 
安
曇

野
市

長
 

 

住
 

所
 

氏
 

名
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
㊞
 

 

私
は
、
入

学
準

備
金
を
借
り
受

け
る
に
あ
た

っ
て

、
下
記
に
つ

い
て
同
意
し
ま

す
。
 

ま
た
、
借

受
人

及
び
連
帯
保
証

人
に
あ
っ
て

は
、

後
見
開
始
、

保
佐
開
始
若
し

く
は

補
助
開
始
の

審
判

又
は

破
産
手
続
開
始

の
決

定
を
受

け
て

い
な
い
こ
と
を

誓
い

ま
す
。
 

 

記
 

１
 
市
長
が
世
帯
若

し
く
は
居
住

の
状

況
又
は
市
税
の

申
告

・
課
税

・
納

付
の
状
況
に
係

る
資
料
を
閲
覧

す
る
こ
と

。
 

２
 
安
曇
野
市
に
お

い
て
上

記
１

の
資
料
の
閲

覧
が

で
き
な

い
場
合

は
、

こ
れ
を
取
得
し

、
提
出
す
る
こ

と
。
 

 （
借

受
人
）
 

 
㊞
 

（
連

帯
保

証
人
）
 

 

 
㊞
 

（
借

受
人

と
生
計
を
一
に

す
る

者
）
 

 

 
㊞
 

 
㊞
 

 
㊞
 

 
㊞
 

 
㊞
 

 
㊞
 

     

-66-



様
式
第
４
号
（
第
６

条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
改
 

正
 
後

 

入
学
準
備
金
貸
付
適
否
決
定
通
知
書
 

 

安
曇
野

市
指

令
第
 
 
号
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
様
 

 

安
曇
野
市
長
 

 
 

 
 
 
 

印
 
 

 

年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の
あ
り
ま
し
た
入
学
準
備
金

の
貸
付
け
に

つ
い

て
、
次
の
と

お
り

決
定
し
ま
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

 １
 
貸
付
け
を
す
る

。
 

 
貸
付
金
額
 
 
 
 
円
 

 
貸
付
年
度
 
 
 
 
年
度
 

整
理
番
号
 
 
第
 
 
 
号
 

 ２
 
貸
付
け
を
し
な

い
。
 

 
理
由
 

   

（
教
示
）
 

１
 
こ
の
処

分
に

つ
い
て
は
、
市
長
に
対

し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と

が
で

き
ま

す
が
、

こ
の
処

分
が

あ

っ
た
こ

と
を

知
っ

た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３

月
を

経
過
し
た
と

き
は

、
す
る
こ

と
が

で
き

な
く

な

り
ま
す

。
ま

た
、

こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
た

日
の
翌
日
か

ら
起

算
し
て
３

月
以

内
で

あ
っ

て

も
、
こ

の
処

分
が

あ
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し

て
１

年
を
経
過
し

た
と

き
は
、
審

査
請

求
を

す
る

こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
 

２
 
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
市
（
代
表
者
市
長
）
を
被
告
と
し
て
長
野
地
方

裁
判
所

に
処

分
の

取
消

し
の

訴
え
を

提
起

す
る

こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
当
該
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
は

、
こ
の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と

を
知
っ
た
日
か
ら
６
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
な

く
な

り
ま
す
。
ま

た
、
処

分
が

あ
っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日
か
ら
６

月
以
内
で
あ
っ

て
も

、
こ
の
処
分

が
あ

っ
た
日
か

ら
１

年
を

経
過

し

た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り

ま
す

。
 

３
 
な
お
、
上
記
１

の
審
査
請
求
を
し
た
と
き
は
、
処
分
取
消
し
の
訴

え
は

、
上

記
２
に
か

か
わ

ら
ず
、
当

該
審
査

請
求

に
対

す
る
裁
決
が
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
た

日
か
ら
６
月

を
経

過
し
た
と

き
、

又
は

当
該

裁

決
の
日

か
ら

１
年

を
経
過
し
た
と

き
は
、
処
分
の

取
消

し
の
訴
え
を

提
起

す
る
こ
と

が
で

き
な

く
な

り

ま
す
。
 

 

  

様
式

第
４
号
（
第
６

条
関

係
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
改
 

正
 
前

 

入
学
準
備

金
貸

付
適
否
決
定
通

知
書
 

 

安
曇

野
市

教
育

委
員
会
指

令
第

 
 
号
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 

 
 
 
 
 
様
 

 

安
曇
野
市
長
 

 
 

 
 
 
 

印
 
 

 

年
 

 
月

 
 
日
付
け
で

申
請

の
あ
り

ま
し

た
入
学
準
備
金

の
貸
付
け
に

つ
い

て
、
次
の
と

お
り

決
定

し
ま
し
た
の
で

通
知

し
ま
す

。
 

 １
 

貸
付
け
を
す
る

。
 

  
貸

付
金
額
 
 
 

 
円
 

 
貸

付
年
度
 
 
 

 
年

度
 

整
理
番
号

 
 

第
 
 
 
号
 

  ２
 

貸
付
け
を
し
な

い
。
 

 
 理

由
 

 

（
教
示
）
 

１
 
こ
の
処

分
に

つ
い

て
不

服
が

あ
る
と
き

は
、

こ
の

処
分
が

あ
っ

た
こ

と
を
知

っ
た

日
の

翌
日

か
ら
起

算
し
て

３
月

以
内

に
、
市
長

に
対

し
て

審
査
請

求
を
す

る
こ

と
が

で
き
ま

す
。

た
だ

し
、

こ
の
処

分
が

あ
っ

た
こ
と

を
知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算
し

て
３

月
以

内
で
あ

っ
て
も

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た

日
の

翌
日

か
ら
起

算
し

て
１

年
を
経

過
す
る

と
、

審
査

請
求

を
す
る
こ

と
が

で
き

な
く
な

り
ま
す

。
 

２
 
こ
の
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、
こ
の

処
分

が
あ

っ
た
こ

と
を

知
っ

た
日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て
６

月
以
内

に
、
市

（
代
表
者

市
長

）
を

被
告
と

し
て
長

野
地

方
裁

判
所
に

提
起

す
る

こ
と

が
で
き

ま
す

。
た

だ
し
、

処
分
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ
た
日

の
翌

日
か

ら
起
算

し
て
６

月
以

内
で

あ
っ
て

も
、

こ
の

処
分

が
あ
っ

た
日

の
翌

日
か
ら

起
算
し

て
１

年
を

経
過

し
た
と
き

は
、

処
分

の
取
消

し
の
訴

え
を

提
起

す
る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り
ま

す
。
 

な
お
、

上
記

１
の
審

査
請

求
を

し
た

と
き
は

、
当

該
審

査
請
求

に
対
す

る
裁

決
が

あ
っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌
日

か
ら
起
算

し
て

６
月

以
内
に

、
処

分
の

取
消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る
こ

と
が
で

き
ま

す
。

た
だ
し

、
当

該
審

査
請
求

に

対
す
る
裁

決
が

あ
っ

た
こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
６
月

以
内
で

あ
っ

て
も

、
当
該

審
査

請
求

に
対
す

る

裁
決
の
日

の
翌

日
か

ら
起
算

し
て

１
年

を
経
過

し
た

と
き

は
、

処
分
の

取
消
し

の
訴

え
を

提
起
す

る
こ

と
が

で
き
な

く

な
り
ま
す
。
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様
式
第
５
号
（
第
７

条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

改
 
正

 
後

 

 

入
学
準
備
金
借
用
契
約
書
 

略
 （

一
時
返
済
）
 

第
７
条
 
略
 

２
 
前
項
の
請
求
が

あ
っ
た
と
き
は
、
借
主
は
、
期
限
の
利
益
を
失
い
、
直

ち
に

借
り
受
け

た
入

学
準
備

金
の
全
額
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
借
主
が
強
制
執

行
、
破
産
、
競
売
、
差
押
え
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分

又
は
民
事
再
生

に
係
る
手
続
開

始
の
申
立
て
を
受
け
た
と
き
は
、
貸
主
か
ら
の
請
求
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

借
主

は
、
期
限
の

利
益

を
失
い
、
直
ち
に
借
り
受
け
た
入
学
準
備
金
の
全
額
を
返
済
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
略
 

（
連
帯
保
証
人
）
 

第
９
条
 
略
 

２
 
借
主
は
、
連
帯

保
証
人
の
死
亡
そ
の
他
の
連
帯
保
証
人
と
し
て
の
資

格
に
重
要
な
変

更
が
生
じ
た
と

き
は
、
直
ち
に
貸
主
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
と
と
も
に
、
新
た
な
連

帯
保

証
人
を
立
て
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

略
 

 様
式
第
13
号
（
第
1
4
条
関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

改
 
正

 
後

 

 

安
曇
野

市
指

令
第

 
号
 

（
略
）
 

（
教
示
）
 

１
 
こ
の
処

分
に

つ
い
て
は
、
市
長
に
対

し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と

が
で

き
ま

す
が
、

こ
の
処

分
が

あ

っ
た
こ

と
を

知
っ

た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
３

月
を

経
過
し
た
と

き
は

、
す
る
こ

と
が

で
き

な
く

な

り
ま
す

。
ま

た
、

こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
た

日
の
翌
日
か

ら
起

算
し
て
３

月
以

内
で

あ
っ

て

も
、
こ

の
処

分
が

あ
っ
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し

て
１

年
を
経
過
し

た
と

き
は
、
審

査
請

求
を

す
る

こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
 

２
 
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
市
（
代
表
者
市
長
）
を
被
告
と
し
て
長
野
地
方

裁
判
所

に
処

分
の

取
消

し
の

訴
え
を

提
起

す
る

こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
当
該
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
は

、
こ
の
処

分
が

あ
っ

た
こ

と

を
知
っ
た
日
か
ら
６
月
を
経
過
し
た
と
き
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
な

く
な

り
ま
す
。
ま

た
、
処

分
が

あ
っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日
か
ら
６

月
以
内
で
あ
っ

て
も

、
こ
の
処
分

が
あ

っ
た
日
か

ら
１

年
を

経
過

し

た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り

ま
す

。
 

３
 
な
お
、
上
記
１

の
審
査
請
求
を
し
た
と
き
は
、
処
分
取
消
し
の
訴

え
は

、
上

記
２
に
か

か
わ

ら
ず
、
当

該
審
査

請
求

に
対

す
る
裁
決
が
あ

っ
た
こ
と
を
知

っ
た

日
か
ら
６
月

を
経

過
し
た
と

き
、

又
は

当
該

裁

決
の
日

か
ら

１
年

を
経
過
し
た
と

き
は
、
処
分
の

取
消

し
の
訴
え
を

提
起

す
る
こ
と

が
で

き
な

く
な

り

ま
す
。
 

 

様
式

第
５
号
（
第
７

条
関

係
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

改
 
正

 
前

 

 

入
学
準
備

金
借

用
契
約
書
 

略
 （

一
時
返

済
）
 

第
７

条
 
略
 

２
 

前
項
の
請
求
が

あ
っ

た
と
き

は
、

借
主
は
、
期
限

の
利

益
を
失

い
、
た

だ
ち

に
借
り
受

け
た

入
学
準

備
金
の
全

額
を

返
済
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い

。
 

３
 

借
主
が
強
制
執

行
、

破
産
、

競
売

、
差
押
え
、
仮

差
押

え
、
仮

処
分

又
は
民
事
再
生

に
係
る
手
続
開

始
の
申
立

て
を

受
け
た
と
き
は

、
貸
主
か
ら

の
請

求
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、

借
主

は
、
期
限
の

利
益

を
失
い
、
た
だ

ち
に

借
り
受
け
た

入
学
準
備
金
の

全
額

を
返
済
し
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

４
 

略
 

（
連
帯
保

証
人

）
 

第
９

条
 
略
 

２
 

借
主
は
、
連
帯

保
証

人
の
死

亡
そ

の
他
の
連
帯
保

証
人

と
し
て

の
資

格
に
重
要
な
変

更
が
生
じ
た
と

き
は
、
た

だ
ち

に
貸
主
に
そ
の
旨

を
届
け
出
る
と
と
も

に
、
新
た
な

連
帯

保
証
人
を
立
て

な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

略
 

 様
式

第
13
号
（
第
1
4
条
関

係
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

改
 
正

 
前

 

 

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
指

令
第
 

号
 

（
略

）
 

（
教
示

）
 

１
 

こ
の

処
分

に
つ

い
て

不
服
が

あ
る

と
き
は

、
こ
の

処
分

が
あ

っ
た

こ
と

を
知
っ
た
日

の
翌

日
か
ら

起
算
し
て

３
月

以
内

に
、
市
長
に

対
し

て
審

査
請
求

を
す
る
こ
と

が
で

き
ま

す
。

た
だ

し
、
こ

の
処
分

が
あ
っ
た

こ
と

を
知

っ
た
日
の
翌

日
か

ら
起

算
し
て

３
月
以
内
で

あ
っ

て
も

、
こ

の
処

分
が
あ

っ
た
日

の
翌
日
か

ら
起

算
し

て
１
年
を
経

過
す

る
と

、
審
査

請
求
を
す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

り
ま
す

。
 

２
 

こ
の

処
分

の
取

消
し

の
訴
え

は
、

こ
の
処

分
が
あ

っ
た

こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌
日
か

ら
起

算
し
て

６
月
以
内

に
、

市
（

代
表
者
市
長

）
を

被
告

と
し
て

長
野
地
方
裁

判
所

に
提

起
す

る
こ

と
が
で

き
ま
す

。
た
だ
し

、
処

分
が

あ
っ
た
こ
と

を
知

っ
た

日
の
翌

日
か
ら
起
算

し
て

６
月

以
内

で
あ

っ
て
も

、
こ
の

処
分
が
あ

っ
た

日
の

翌
日
か
ら
起

算
し

て
１

年
を
経

過
し
た
と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の
訴
え

を
提
起

す
る
こ
と

が
で

き
な

く
な
り
ま
す

。
 

な
お

、
上

記
１

の
審

査
請

求
を
し
た

と
き

は
、

当
該
審
査
請

求
に

対
す

る
裁
決

が
あ
っ
た
こ

と
を

知
っ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て
６

月
以

内
に
、

処
分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す
る
こ
と

が
で

き
ま

す
。

た
だ

し
、

当
該

審
査

請
求
に

対
す

る
裁
決

が
あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌
日
か
ら

起
算

し
て
６

月
以

内
で

あ
っ

て
も

、
当

該
審
査

請
求

に
対
す

る
裁
決

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し
て
１
年

を
経

過
し
た

と
き

は
、

処
分

の
取

消
し

の
訴
え

を
提

起
す
る

こ
と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
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報告第２号 教育部 学校教育課 

令和６年８月 27 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)細萱稔 

  

件名 
安曇野市心身障害児就学相談委員会に係る委員の委嘱等につい

て 

要旨 
安曇野市心身障害児就学相談委員会の委員に委嘱（市職員等にあ

っては任命）することについて報告する。 

説明 

１ 委員 

別紙のとおり 22 人 

 

２ 任期 

 委嘱等の日から令和８年３月 31 日まで 

 

３ 根拠 

〇安曇野市心身障害児就学相談委員会規則（平成17年安曇野市教育委

員会規則第11号） 

（組織） 

第３条 委員会は、委員23人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命

する。 

(１) 学識経験者 

(２) 専門医 

(３) 特別支援教育担当者 

（４） 保育所及び幼稚園の長 

(４) その他教育委員会が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 
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安曇野市情報公開条例（平成18年安曇野市条例第５号）第５条
第１項第２号に規定する個人に関する情報であって、特定の個
人が識別され、又は識別され得るものに該当するものであるた
め、非公開とします。



安曇野市心身障害児就学相談委員会委員 

 
 

選出区分 氏 名 所属等 

1 学識経験者 矢野口 仁 就学相談委員会相談員 

2 学識経験者 草間 幸恵 健康推進課健康支援担当係長 

3 学識経験者 小穴 由香里 健康推進課保健師 

4 学識経験者 小林 美穂 健康推進課保健師 

5 学識経験者 松田 真奈美 健康推進課保健師 

6 学識経験者 髙橋 真夕子 子ども発達支援相談室保健師 

7 学識経験者 小出 千広 子ども発達支援相談室臨床心理士 

8 学識経験者 河合 ちほえ 子ども発達支援相談室公認心理師 

9 専門医 藤森 茂 ふじもり医院院長 

10 専門医 三澤 由佳 
県立こども病院リハビリテーション

科部長 

11 特別支援教育担当者 布山 寛子 長野県安曇養護学校教諭 

12 特別支援教育担当者 浅川 浩 明北小学校校長 

13 特別支援教育担当者 臼井 宏之 豊科北中学校校長 

14 特別支援教育担当者 中村 智昭 穂高西小学校教諭 

15 特別支援教育担当者 丸山 秀子 穂高北小学校教諭 

16 特別支援教育担当者 田尻 直樹 穂高東中学校教諭 

17 特別支援教育担当者 松島 弘子 三郷中学校教諭 

18 特別支援教育担当者 山本 真由美 明南小学校養護教諭 

19 保育所及び幼稚園の長 佐々木 真貴 こども園幼稚園課課長 

20 保育所及び幼稚園の長 平川 美智子 堀金認定こども園園長 

21 
その他教育委員会が必

要と認める者 
松井 由美子 就学相談委員会調査員 

22 
その他教育委員会が必

要と認める者 
岡田 浩子 就学相談委員会調査員 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第３号 教育部 こども園幼稚園課 

令和 6 年 8 月 27 日提出 (課長)佐々木真貴  (担当係長) 青嶋梢 

  

件名 
安曇野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

関する条例施行規則の一部改正について 

要旨 標記条例施行規則の一部改正を報告するもの 

説明 

１ 趣旨 

令和６年度より長野県が新たに実施する保育料軽減事業補助金を活

用し、３歳未満児の保育料軽減を行う。対象は、多子世帯及び低所得世

帯で、多子世帯は第２子半額、第３子以降無償、低所得世帯は第１子半

額、第２子以降無償とする。 

 

２ 施行日 

令和６年７月 29 日（令和６年４月１日から適用） 

 

３ 一部改正の内容 

 別添のとおり 

 

 

（以 上） 
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○
安

曇
野

市
特

定
教

育
・

保
育

施
設

及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
の

利
用

者
負

担
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
（

平
成

2
7
年

安
曇

野
市

規
則

第

2
5
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
利
用
者
負
担
額
）
 

（
利
用
者
負
担
額
）
 

第
３
条
 
教
育
認
定
子
ど
も
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
26
年
政
令
第
21
3号

。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
教
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
令
第
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
満
３
歳
以
上

保
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
条
例
第
３
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額

は
、
零
と
す
る
。
 

第
３
条
 
教
育
認
定
子
ど
も
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
26
年
政
令
第
21
3号

。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
４
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
教
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
満
３
歳
以
上
保
育
認
定
子
ど
も
（
令
第
４
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
満
３
歳
以
上

保
育
認
定
子
ど
も
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
条
例
第
３
条
第
１
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

る
額
は
、
零
と
す
る
。
 

２
 
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
令
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
条
例
第
３
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
満
３
歳
未
満
保

育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
状
況
に
応
じ
別
表
に
掲
げ

る
世
帯
の
階
層
区
分
に
基
づ
き
、
同
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 

２
 
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
令
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
満
３
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
条
例
第
３
条
第
１
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
満
３
歳

未
満
保
育
認
定
子
ど
も
に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
状
況
に
応
じ
別
表

に
掲
げ
る
世
帯
の
階
層
区
分
に
基
づ
き
、
同
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 

（
利
用
者
負
担
額
の
減
免
）
 

（
利
用
者
負
担
額
の
減
免
）
 

第
５
条
 
条
例
第
４
条
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
い
い
、

利
用
者
負
担
額
の
減
免
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。
 

第
５
条
 
条
例
第
４
条
に
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
と
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
い
い
、

利
用
者
負
担
額
の
減
免
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す

る
。
 

(１
) 

失
業
、
疾
病
等
に
よ
り
著
し
く
所
得
が
減
少
し
、
利
用
者
負
担
額
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
た
場
合
 
申
請
が
あ
っ
た
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
保
育
料
の

う
ち
、
申
請
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
利
用
者
負
担
額
に
つ
い
て
申
請
日
の
属
す
る
月
の
前

３
月
分
の
収
入
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
１
年
間
の
世
帯
の
所
得
に
係
る
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額

（
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
及
び
当
該
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属

す
る
者
の
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
の
合
算
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
た
階
層
区
分
の

利
用
者
負
担
額
の
月
額
に
相
当
す
る
額
に
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(１
) 

失
業
、
疾
病
等
に
よ
り
著
し
く
所
得
が
減
少
し
、
利
用
者
負
担
額
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
と

認
め
た
と
き
 
申
請
が
あ
っ
た
日
（
以
下
「
申
請
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
保
育
料
の

う
ち
、
申
請
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
利
用
者
負
担
額
に
つ
い
て
申
請
日
の
属
す
る
月
の
前

３
月
分
の
収
入
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
１
年
間
の
世
帯
の
所
得
に
係
る
市
町
村
民
税
所
得
割
額
に
応

じ
た
階
層
区
分
の
利
用
者
負
担
額
の
月
額
に
相
当
す
る
額
に
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。
 

(２
) 

児
童
の
属
す
る
世
帯
が
居
住
す
る
家
屋
が
災
害
等
に
よ
り
損
害
を
受
け
、
利
用
者
負
担
額
の

納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
 
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の
保
育
料
の
う
ち
、
り
災
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
利
用
者
負
担
額
に
つ
い
て
当
該
家
屋
が
全
壊
又
は
全
焼
で
あ
る
と
き

は
６
月
分
、
半
壊
又
は
半
焼
で
あ
る
と
き
は
３
月
分
を
限
度
と
し
て
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

(２
) 

児
童
の
属
す
る
世
帯
が
居
住
す
る
家
屋
が
災
害
等
に
よ
り
損
害
を
受
け
、
保
育
料
の
納
付
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
 
申
請
日
の
属
す
る
年
度
の
利
用
者
負
担
額
の
う
ち
、
り
災
し
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
利
用
者
負
担
額
に
つ
い
て
当
該
家
屋
が
全
壊
又
は
全
焼
で
あ
る
と
き

は
６
月
分
、
半
壊
又
は
半
焼
で
あ
る
と
き
は
３
月
分
を
限
度
と
し
て
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

別
表
（
第
３
条
関
係
）
 

各
月
初
日
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
階

層
区
分
 

利
用
者
負
担
額
（
月
額
）
 

階 層 区 分
 

定
義
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施

行
規
則
（
平
成
26
年
内
閣
府

令
第
44
号
）
第
４
条
に
規
定

す
る
保
育
必
要
量
の
認
定
区

分
 

保
育
短
時
間
 
保
育
標
準
時

間
 

第 １ 階 層
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
4号

）
に
よ
る
被
保
護

世
帯
（
単
給
世
帯
を
含
む
。
）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６

年
法
律
第
30
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯
 

０
円
  

０
円
  

第 ２ 階 層
 

第
１
階
層
を
除
き
、
当

該
年
度
の
４
月
分
か
ら

８
月
分
ま
で
の
利
用
者

負
担
額
の
算
定
に
あ
っ

て
は
前
年
度
分
の
、
当

該
年
度
の
９
月
分
か
ら

３
月
分
ま
で
の
利
用
者

負
担
額
の
算
定
に
あ
っ

て
は
当
該
年
度
分
の
市

町
村
民
税
所
得
割
合
算

額
が
右
欄
の
区
分
に
該

当
す
る
世
帯
 

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
（
市

町
村
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯

を
含
む
。
）
 

０
円
  

０
円
  

各
月
初
日
の
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
階

層
区
分
 

利
用
者
負
担
額
（
月
額
）
 

階 層 区 分
 

定
義
 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施

行
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る

保
育
必
要
量
の
認
定
区
分
 

保
育
短
時
間
 

保
育
標
準
時

間
 

第 １ 階 層
 

生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
4号

）
に
よ
る
被
保
護

世
帯
（
単
給
世
帯
を
含
む
。
）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
６

年
法
律
第
30
号
）
に
よ
る
支
援
給
付
受
給
世
帯
 

０
円
 

０
円
 

第 ２ 階 層
 

第
１
階
層
を
除
き
、
当

該
年
度
の
４
月
分
か
ら

８
月
分
ま
で
の
利
用
者

負
担
額
の
算
定
に
あ
っ

て
は
前
年
度
分
の
、
当

該
年
度
の
９
月
分
か
ら

３
月
分
ま
で
の
利
用
者

負
担
額
の
算
定
に
あ
っ

て
は
当
該
年
度
分
の
市

町
村
民
税
の
額
の
区
分

が
右
欄
の
区
分
に
該
当

す
る
世
帯
 

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
（
市

町
村
民
税
所
得
割
非
課
税
世
帯

を
含
む
。
）
 

０
円
 

０
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

第 ３ － １ 階 層
 

第
２
階
層
を
除
き
、
市

町
村
民
税
所
得
割
合
算

額
48
,6
00
円
未
満
の
母

子
世
帯
等
 

第
１

子
 

6,
00
0円

 
7,
50
0円

 

第
２

子
 

０
円
 

０
円
 

第 ３ － ２ 階 層
 

第
２
階
層
を
除
き
、
市

町
村
民
税
所
得
割
合
算

額
48
,6
00
円
未
満
の
母

子
世
帯
等
以
外
の
世
帯
 

第
１

子
 

13
,0
00
円
 

16
,0
00
円
 

第
２

子
 

6,
50
0円

 
8,
00
0円

 

第 ４ － １ 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

48
,6
00

円
以

上

70
,0
00
円
未
満
の
母
子

世
帯
等
 

第
１

子
 

7,
00
0円

 
9,
00
0円

 

第
２

子
 

０
円
 

０
円
 

第 ４ － ２ 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

48
,6
00

円
以

上

70
,0
00
円
未
満
の
母
子

世
帯
等
以
外
の
世
帯
 

第
１

子
 

18
,0
00
円
 

21
,0
00
円
 

第
２

子
 

9,
00
0円

 
10
,5
00
円
 

第 ３ 階 層
 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

48
,6
00
円
未
満
 

13
,0
00
円
 

16
,0
00
円
 

第 ４ 階 層
 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

48
,6
00
円
以
上
70
,0
00
円
未
満
 

18
,0
00
円
 

21
,0
00
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

第 ５ － １ 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

70
,0
00

円
以

上

77
,1
01
円
未
満
の
母
子

世
帯
等
 

第
１

子
 

7,
00
0円

 
9,
00
0円

 

第
２

子
 

０
円
 

０
円
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

77
,1
01

円
以

上

97
,0
00
円
未
満
の
母
子

世
帯
等
 

第
１

子
 

24
,0
00
円
 

27
,0
00
円
 

第
２

子
 

12
,0
00
円
 

13
,5
00
円
 

第 ５ － ２ 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

70
,0
00

円
以

上

97
,0
00
円
未
満
の
母
子

世
帯
等
以
外
の
世
帯
 

第
１

子
 

24
,0
00
円
 

27
,0
00
円
 

第
２

子
 

12
,0
00
円
 

13
,5
00
円
 

第 ６ 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

97
,0
00

円
以

上

15
5,
00
0円

未
満
 

第
１

子
 

37
,0
00
円
 

41
,8
00
円
 

第
２

子
 

18
,5
00
円
 

20
,9
00
円
 

第 ５ 階 層
 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

70
,0
00
円
以
上
97
,0
00
円
未
満
 

24
,0
00
円
 

27
,0
00
円
 

第 ６ 階 層
 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

97
,0
00

円
以

上
15
5,
00
0
円

未

満
 

37
,0
00
円
 

41
,8
00
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

第 ７ 階 層
 

 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

15
5,
00
0
円

以
上

16
9,
00
0円

未
満
 

第
１

子
 

39
,0
00
円
 

43
,8
00
円
 

第
２

子
 

19
,5
00
円
 

21
,9
00
円
 

第 ８ 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

16
9,
00
0
円

以
上

23
5,
00
0円

未
満
 

第
１

子
 

44
,5
00
円
 

50
,5
00
円
 

第
２

子
 

22
,2
50
円
 

25
,2
50
円
 

第 ９ 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

23
5,
00
0
円

以
上

30
1,
00
0円

未
満
 

第
１

子
 

50
,0
00
円
 

56
,0
00
円
 

第
２

子
 

25
,0
00
円
 

28
,0
00
円
 

第 10 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額

30
1,
00
0
円

以
上

39
7,
00
0円

未
満
 

第
１

子
 

54
,0
00
円
 

60
,0
00
円
 

第
２

子
 

27
,0
00
円
 

30
,0
00
円
 

第 11 階 層
 

市
町
村
民
税
所
得
割
合

算
額
39
7,
00
0円

以
上
 

第
１

子
 

56
,0
00
円
 

62
,0
00
円
 

第
２

子
 

28
,0
00
円
 

31
,0
00
円
 

 

第 ７ 階 層
 

 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

15
5,
00
0
円
以
上
16
9,
00
0
円
未

満
 

39
,0
00
円
 

43
,8
00
円
 

第
 

８
 

階
 

層
 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

16
9,
00
0
円
以
上
23
5,
00
0
円
未

満
 

44
,5
00
円
 

50
,5
00
円
 

第 ９ 階 層
 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

23
5,
00
0
円
以
上
30
1,
00
0
円
未

満
 

50
,0
00
円
 

56
,0
00
円
 

第 10 階 層
 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

30
1,
00
0
円
以
上
39
7,
00
0
円
未

満
 

54
,0
00
円
 

60
,0
00
円
 

第 11 階 層
 

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

額

39
7,
00
0円

以
上
 

56
,0
00
円
 

62
,0
00
円
 

 

１
 
こ
の
表
に
お
い
て
「
母
子
世
帯
等
」
と
は
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
又
は
当
該
教
育
・

保
育
給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

を
い
う
。
 

１
 
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
が
、

第
３
階
層
と
認
定
さ
れ
た
世
帯
の
う
ち
、
次
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
階
層
の
利
用

者
負
担
額
か
ら
1,
00
0円

を
控
除
し
た
額
の
半
額
、
第
４
階
層
又
は
第
５
階
層
と
認
定
さ
れ
た
世

帯
の
う
ち
、
市
町
村
民
税
所
得
割
額
が
77
,1
01
円
未
満
の
場
合
で
、
次
に
該
当
す
る
も
の
に
あ
っ
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改
正
後
 

改
正
前
 

て
は
保
育
短
時
間
に
係
る
利
用
者
負
担
額
を
7,
00
0円

、
保
育
標
準
時
間
に
係
る
利
用
者
負
担
額

を
9,
00
0円

と
す
る
。
 

(１
) 

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
39
年
法
律
第
12
9号

）
に
規
定
す
る
配
偶
者

の
な
い
女
子
又
は
配
偶
者
の
な
い
男
子
で
あ
っ
て
、
現
に
子
ど
も
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
（
教

育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
 

 

(２
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法
律
第
12
3号

）
第
19
条
第
３
項
に
規
定
す
る
特
定

施
設
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
に
入
所
又
は
入
院
を
し
て
い
な
い
も
の
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

ア
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3号

）
第
15
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
身
体

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

イ
 
療
育
手
帳
交
付
要
綱
（
昭
和
50
年
長
野
県
告
示
第
19
2号

）
の
規
定
に
よ
り
療
育
手
帳
の

交
付
を
受
け
た
者
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

ウ
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第
12
3号

）
第
45
条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

(３
) 

そ
の
他
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
市
長
が
適
当
と
認
め
た
者
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
こ
の
表
に
お
い
て
「
第
１
子
」
と
は
、
特
定
被
監
護
者
等
（
令
第
14
条
に
規
定
す
る
特
定
被
監

護
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
最
年
長
者
を
い
い
、
「
第
２
子
」
と
は
、
特
定
被
監
護

者
等
の
う
ち
２
番
目
の
年
長
者
を
い
い
、
「
第
３
子
以
降
」
と
は
、
特
定
被
監
護
者
等
の
う
ち
第

１
子
及
び
第
２
子
以
外
の
も
の
を
い
う
。
 

２
 
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
生
活
保
護
法
に
定
め
る
要
保
護
者
等
特
に

困
窮
し
て
い
る
と
市
長
が
認
め
た
世
帯
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

３
 
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
、
第
３
子
以
降
に
係
る
額
は
零
と
す
る
。
 

３
 
備
考
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
・
保
育
給
付
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
市
町
村
民
税
所

得
割
額
が
57
,7
00
円
未
満
の
場
合
で
あ
る
と
き
は
、
特
定
被
監
護
者
等
の
範
囲
で
、
最
年
長
の
子

か
ら
順
に
２
人
目
は
こ
の
表
の
利
用
者
負
担
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
の
半
額
（
第
２
階
層
に
あ
っ
て

は
、
無
料
）
と
し
、
３
人
目
以
降
は
無
料
と
す
る
。
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

４
 
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
が
57
,7
00
円
未

満
で
あ
る
と
き
は
、
第
１
子
は
こ
の
表
の
利
用
者
負
担
額
の
欄
に
掲
げ
る
第
２
子
の
額
と
し
、
第

２
子
に
係
る
額
は
零
と
す
る
。
 

４
 
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
が
扶
養
す
る
子
ど
も
が
３
人
以
上
い
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定

被
監
護
者
等
の
範
囲
で
、
最
年
長
の
子
ど
も
か
ら
順
に
３
人
目
以
降
に
該
当
す
る
と
き
は
、
備
考

３
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
表
の
利
用
者
負
担
額
の
欄
に
掲
げ
る
額
（
備
考
１
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
規
定
の
適
用
後
の
額
）
の
か
ら
、
6,
00
0円

を
減
じ
た
額
（
減
じ
た
額

が
０
円
以
下
の
場
合
は
、
０
円
。
）
と
す
る
。
 

５
 
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
が
57
,7
00
円
以

上
か
つ
77
,1
01
円
未
満
の
母
子
世
帯
等
で
あ
る
と
き
は
、
第
１
子
は
こ
の
表
の
利
用
者
負
担
額
の

欄
に
掲
げ
る
第
２
子
の
額
と
し
、
第
２
子
に
係
る
額
は
零
と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

６
 
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
が
年
度
途
中
に
お
い
て
満
３
歳
に
到
達
し
た
場
合
の
利
用
者
負

担
額
は
、
そ
の
年
度
中
は
こ
の
表
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 

５
 
教
育
・
保
育
給
付
認
定
子
ど
も
が
年
度
途
中
に
お
い
て
満
３
歳
に
到
達
し
た
場
合
の
利
用
者
負

担
額
は
、
そ
の
年
度
中
は
こ
の
表
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第４号 教育部 こども園幼稚園課 

令和 6 年 8 月 27 日提出 (課長)佐々木 真貴  (担当係長) 竹内 斎司 

  

件名 安曇野市立幼稚園条例施行規則の一部改正について 

要旨 標記条例施行規則の一部改正を報告するもの 

説明 

１ 趣旨 

認定こども園の給食費の月額を公定価格に合わせ、300 円引上げす

るのに倣い、幼稚園の給食費の月額を 3,100 円から 3,400 円に 300

円の引き上げを行う。給食費の月額については、当分の間、別表第１中

「3,400 円」とあるのは「3,100 円」とする特例を設けるもの。 

 

２ 施行日 

 令和６年８月１日 

 

３ 一部改正の内容 

 別添のとおり 

 

（以 上） 
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○
安

曇
野

市
立

幼
稚

園
条

例
施

行
規

則
（

平
成

2
7
年

安
曇

野
市

規
則

第
2
1
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
安
曇
野
市
立
幼
稚
園
条
例
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
条
例
第
22
7
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
安
曇
野
市
幼
稚
園
条
例
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
条
例
第
22
7号

。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
給
食
費
）
 

（
給
食
費
）
 

第
２
条
 
条
例
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
２
条
 
条
例
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

 
 

（
給
食
費
の
減
免
）
 

（
給
食
費
の
減
免
）
 

第
３
条
 
条
例
第
５
条
に
規
定
す
る
給
食
費
の
減
免
は
、
安
曇
野
市
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
施
行
規
則

（
令
和
４
年
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
例
に
よ
る
。
 

 

第
３
条
 
条
例
第
５
条
に
規
定
す
る
給
食
費
の
減
免
は
、
安
曇
野
市
立
認
定
こ
ど
も
園
条
例
施
行
規
則

（
平
成
28
年
安
曇
野
市
規
則
第
53
号
）
の
例
に
よ
る
。
 

 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

１
 
（
略
）
 

 
（
略
）
 

（
給
食
費
の
提
供
に
係
る
負
担
金
の
月
額
の
特
例
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
給
食
費
の
提
供
に
係
る
負
担
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
別
表
中
「
3,
40
0円

」
と
あ

る
の
は
「
3,
10
0円

」
と
す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

各
月
初
日
の
支
給
認
定
を
受
け
た
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
 

給
食

費
の

提

供
に

係
る

負

担
金
の
月
額
 

階 層 区 分
 

定
義
 

第 １ 階 層
 

当
該
年
度
の
４
月
分
か
ら
８
月
分
ま
で

の
算
定
に
あ
っ
て
は
前
年
度
分
の
、
当

該
年
度
の
９
月
分
か
ら
３
月
分
ま
で
の

算
定
に
あ
っ
て
は
当
該
年
度
分
の
市
町

市
町

村
民
税
所
得

割
合
算
額

77
,1
00
円
以
下
 

０
円
 

各
月
初
日
の
支
給
認
定
保
護
者
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分
 

給
食

費
の

提

供
に

係
る

負

担
金
の
月
額
 

階 層 区 分
 

定
義
 

第 １ 階 層
 

当
該
年
度
の
４
月
分
か
ら
８
月
分
ま
で

の
算
定
に
あ
っ
て
は
前
年
度
分
の
、
当

該
年
度
の
９
月
分
か
ら
３
月
分
ま
で
の

算
定
に
あ
っ
て
は
当
該
年
度
分
の
市
町

市
町

村
民
税
所
得
割

課
税
額

77
,1
00
円
以
下
 

０
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

第 ２ 階 層
 

村
民
税
所
得
割
合
算
額
が
右
欄
の
区
分

に
該
当
す
る
世
帯
 

市
町

村
民
税
所
得

割
合
算
額

77
,1
01
円
以
上
 

3,
40
0円

 

 

第 ２ 階 層
 

村
民
税
の
額
の
区
分
が
右
欄
の
区
分
に

該
当
す
る
世
帯
 

市
町

村
民
税
所
得
割

課
税
額

77
,1
01
円
以
上
 

3,
10
0円

 

 

備
考
 
 

１
 
こ
の
表
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
」
と
は
、
支
給
認
定
を
受
け
た
保
護
者
及
 

び
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
保
護
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
市
町
村
民
税
所
得
割
の
額
 

の
合
算
額
を
い
う
。
 

２
 
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
者
が
扶
養
す
る
子
ど
も
が
３
人
以
上
い
る
場
合
に
お
 

い
て
、
特
定
被
監
護
者
等
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
26
年
政
令
第
21
3号

）
 

第
14
条
に
規
定
す
る
特
定
被
監
護
者
等
を
い
う
。
）
の
範
囲
で
、
最
年
長
の
子
ど
も
か
ら
順
に
 

３
人
目
以
降
に
該
当
す
る
と
き
は
、
無
料
と
す
る
。
 

備
考
 
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
者
が
扶
養
す
る
子
ど
も
が
３
人
以
上
い
る
場
合
に
お

い
て
、
特
定
被
監
護
者
等
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
26
年
政
令
第
21
3号

）
第

14
条
に
規
定
す
る
特
定
被
監
護
者
等
を
い
う
。
）
の
範
囲
で
、
最
年
長
の
子
ど
も
か
ら
順
に
３
人

目
以
降
に
該
当
す
る
と
き
は
、
無
料
と
す
る
。
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報告第５号 教育部 各課 

令和６年８月 27 日提出  

  

タイトル 後援依頼の教育長専決の報告について 

報告を要する事項の内容 教育長専決に伴う報告 

要旨 

課名 後援 

学校教育課 １件 

生涯学習課 ３件 

文化課 ８件 

子ども家庭支援課 ３件 

        （詳細別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 
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学
校

教
育

課
 

 

 

 
 

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

バ
リ

ア
フ

リ
ー

ス
タ

イ
ル

ル
ル

カ
西

條
　
智

香
市

内
小

中
学

生
及

び
そ

の
保

護
者

に
活

動
を

広
く

知
っ

て
も

ら
う

た
め

8
/
6

令
和

6
年

9
月

7
日

(土
)､

8
日

(日
)

あ
づ

み
の

住
宅

公
園

障
が

い
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

楽
し

め
る

場
所

を
提

供
し

、
交

流
を

通
し

た
啓

発
活

動
を

行
う

。
子

供
達

が
様

々
な

役
割

を
果

た
す

中
で

自
ら

の
役

割
に

価
値

を
見

出
せ

る
よ

う
に

職
業

体
験

ブ
ー

ス
を

設
け

る
。

県
の

し
あ

わ
せ

バ
イ

信
州

運
動

に
賛

同
し

た
地

元
作

家
や

飲
食

店
に

よ
る

手
作

り
品

の
販

売
、
体

験
（
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

）
の

提
供

〇
〇

〇

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
第

1
9

回
バ

リ
フ

リ
マ

ル
シ

ェ
バ

リ
フ

リ
マ

ル
シ

ェ
実

行
委

員
会

専
決

日
:令

和
6
年

8
月

8
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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生
涯

学
習

課
 

   

 

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
環

境
フ

ェ
ア

実
行

委
員

会
実

行
委

員
長

筒
木

　
敏

郎

環
境

フ
ェ

ア
開

催
に

よ
り

、
環

境
に

関
わ

る
様

々
な

情
報

・
現

状
を

市
民

に
伝

え
、

環
境

関
連

の
施

策
を

進
め

て
い

く
上

で
の

市
民

・
事

業
者

・
行

政
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

を
構

築
す

る
機

会
を

提
供

す
る

と
と

も
に

、
市

民
全

体
が

環
境

に
つ

い
て

学
び

、
具

体
的

な
行

動
に

つ
な

げ
る

た
め

の
契

機
と

す
る

た
め

。

7
/
1
6

令
和

6
年

1
0
月

1
2
日

(土
)､

1
0

月
1
3
日

(日
)

安
曇

野
市

堀
金

総
合

体
育

館

安
曇

野
市

環
境

基
本

計
画

・
環

境
行

動
計

画
に

基
づ

き
、
以

下
の

目
的

を
も

っ
て

団
体

の
活

動
発

表
、
展

示
等

を
行

う
。

①
 環

境
に

関
す

る
課

題
を

市
民

が
共

有
で

き
る

場
を

提
供

す
る

。
②

 出
展

者
と

来
場

者
の

交
流

を
深

め
、
フ

ェ
ア

に
こ

れ
ま

で
参

加
し

て
い

な
か

っ
た

人
を

巻
き

込
む

。
③

 参
加

者
同

士
が

お
互

い
の

顔
を

見
え

る
よ

う
に

し
、

つ
な

が
り

の
環

を
広

げ
る

。

ブ
ー

ス
出

展
、
イ

ベ
ン

ト
、
リ

サ
イ

ク
ル

自
転

車
販

売
な

ど
○

○
‐

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可

■
安

曇
野

環
境

フ
ェ

ア
2

0
2

4
安

曇
野

環
境

フ
ェ

ア
実

行
委

員
会

専
決

日
:令

和
6
年

7
月

1
9
日

結
果

()
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
市

フ
ォ

ー
ク

ダ
ン

ス
協

会
会

長
 清

水
　
晴

子

・
ジ

ャ
ズ

＆
フ

ォ
ー

ク
ダ

ン
ス

を
楽

し
み

な
 が

ら
講

習
、
交

流
し

、
生

涯
学

習
・
ス

 ポ
ー

ツ
の

一
環

と
し

て
普

及
を

図
る

た
め

。
・
学

校
、
幼

稚
園

・
認

定
こ

ど
も

園
等

教
育

 関
係

者
や

一
般

市
民

に
広

く
周

知
す

る
た

め
。

8
/
6

令
和

6
年

1
1月

3
0
日

(土
)

穂
高

会
館

講
堂

ジ
ャ

ズ
バ

ン
ド

”
ニ

ュ
ー

・
モ

ダ
ン

・
デ

ュ
ー

ク
ス

”
の

演
奏

を
楽

し
み

な
が

ら
、
教

職
員

や
福

祉
関

係
者

を
含

む
一

般
市

民
（
こ

ど
も

～
シ

ニ
ア

）
を

対
象

に
や

さ
し

い
ダ

ン
ス

（
ク

リ
ス

マ
ス

曲
含

む
）
を

講
習

し
、
愛

好
者

と
と

も
に

踊
っ

て
交

流
す

る
た

め
。

午
前

中
；
愛

好
者

タ
イ

ム
。
午

後
；
一

般
市

民
・
教

職
員

・
福

祉
関

係
者

等
を

対
象

に
し

た
一

般
市

民
タ

イ
ム

。
入

場
料

；
な

し
参

加
料

；
一

般
市

民
無

料
、
フ

ォ
ー

ク
ダ

ン
ス

愛
好

者
3

0
0

円
／

1
人

‐
○

‐

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

５
回

安
あ

づ
み

野
“
や

さ
し

い
ダ

ン
ス

”
交

流
大

会
～

ジ
ャ

ズ
＆

フ
ォ

ー
ク

ダ
ン

ス
～

（
令

和
６
年

度
N

P
O

法
人

安
曇

野
市

ス
ポ

ー
ツ

協
会

補
助

対
象

事
業

B
大

会
）

安
曇

野
市

フ
ォ

ー
ク

ダ
ン

ス
協

会

専
決

日
:令

和
6
年

8
月

7
日

結
果

()
専

決
の

理
由

(過
去

承
認

)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

安
曇

野
市

早
起

き
野

球
連

盟
大

会
長

　
矢

口
　
達

也

野
球

を
通

じ
体

力
の

向
上

と
生

涯
ス

ポ
ー

ツ
振

興
を

図
り

、
ま

た
、
地

域
の

活
性

化
の

向
上

に
貢

献
で

き
る

こ
と

か
ら

、
教

育
委

員
会

の
後

援
を

必
要

と
す

る
。

8
/
9

令
和

6
年

9
月

1
日

(日
)

予
備

日
令

和
6

年
9
月

8
日

(日
)

堀
金

総
合

運
動

場
市

内
４
地

区
と

高
家

リ
ー

グ
を

合
わ

せ
て

４
連

盟
の

代
表

（
４
チ

ー
ム

）
に

よ
る

野
球

ト
ー

ナ
メ

ン
ト

戦
を

行
い

、
早

起
き

野
球

愛
好

者
の

相
互

の
親

善
を

深
め

る
。

試
合

方
法

：
ト

ー
ナ

メ
ン

ト
戦

試
合

回
数

：
７
回

戦
試

合
時

間
：
１
時

間
3

0
分

○
‐

‐

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

3
8

回
 安

曇
野

市
早

起
き

野
球

連
盟

選
手

権
大

会
安

曇
野

市
早

起
き

野
球

連
盟

専
決

日
:　

月
　

日
結

果
()

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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文
化

課
 

   

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

一
般

財
団

法
人

　
長

野
県

文
化

振
興

事
業

団
　
キ

ッ
セ

イ
文

化
ホ

ー
ル

　
館

長
金

井
　
貞

徳

特
別

支
援

学
校

・
学

級
及

び
社

会
福

祉
施

設
の

皆
さ

ん
の

作
品

を
鑑

賞
す

る
機

会
を

提
供

す
る

こ
と

に
よ

り
芸

術
文

化
の

振
興

を
図

る
。

7
/
1
1

令
和

7
年

1
月

3
1
日

(金
)~

2
月

2
日

(日
)

キ
ッ

セ
イ

文
化

ホ
ー

ル
中

ホ
ー

ル

日
頃

、
造

形
活

動
に

取
り

組
ん

で
い

る
特

別
支

援
学

校
や

学
級

の
児

童
・
生

徒
並

び
に

社
会

福
祉

施
設

の
入

・
通

所
者

の
作

品
を

鑑
賞

す
る

こ
と

に
よ

り
、
芸

術
文

化
の

振
興

を
図

り
、
創

作
活

動
を

奨
励

す
る

。

絵
画

、
陶

芸
、
手

芸
、
立

体
作

品
等

の
展

示
〇

〇
〇

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
ほ

の
ぼ

の
力

作
展

一
般

財
団

法
人

　
長

野
県

文
化

振
興

事
業

団
　
キ

ッ
セ

イ
文

化
ホ

ー
ル

専
決

日
:令

和
6
年

7
月

1
2
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

「
ホ

ッ
と

」
演

奏
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
協

会
　

代
表

　
牛

山
　

孝
介

多
く

の
方

に
コ

ン
サ

ー
ト

へ
お

越
し

い
た

だ
き

、
音

楽
文

化
の

振
興

に
寄

与
し

た
い

。
7

/
1
1

令
和

6
年

9
月

3
0
日

(月
)

1
0

:0
0
~
1
0

:3
0

1
1:

1
5

~
1
1:

4
5

松
本

市
庄

内
　
庄

内
地

区
公

民
館

　
大

会
議

室

子
連

れ
で

コ
ン

サ
ー

ト
へ

行
け

な
い

方
や

、
小

さ
い

お
子

さ
ん

が
い

て
夜

の
コ

ン
サ

ー
ト

へ
行

け
な

い
方

の
為

に
昼

間
コ

ン
サ

ー
ト

を
行

い
、
音

楽
に

触
れ

て
ほ

し
い

。
ヴ

ァ
イ

オ
リ

ン
＆

ピ
ア

ノ
デ

ュ
オ

コ
ン

サ
ー

ト
〇

〇
〇

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
第

5
4

回
　
わ

く
わ

く
キ

ッ
ズ

コ
ン

サ
ー

ト
「
ホ

ッ
と

」
演

奏
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
協

会

専
決

日
:令

和
6
年

7
月

1
8
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

松
本

モ
ー

ツ
ァ

ル
ト

・
オ

ー
ケ

ス
ト

ラ
実

行
委

員
会

　
実

行
委

員
長

　
古

幡
　
開

太
郎

松
本

市
内

だ
け

で
な

く
周

辺
地

域
の

多
く

の
方

に
楽

し
ん

で
戴

き
、
音

楽
文

化
の

振
興

に
寄

与
し

た
い

。
7

/
1
6

令
和

6
年

1
0
月

2
0
日

(日
)

松
本

市
音

楽
文

化
ホ

ー
ル

楽
曲

を
演

奏
す

る
こ

と
で

メ
ン

バ
ー

の
演

奏
能

力
の

向
上

を
図

る
と

共
に

多
く

の
住

民
に

楽
し

ん
で

い
た

だ
く

。
ベ

ー
ト

ー
ベ

ン
及

び
モ

ー
ツ

ァ
ル

ト
作

曲
作

品
の

演
奏

。
〇

〇
〇

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
Ｍ

Ｍ
Ｏ

　
ベ

ー
ト

ー
ベ

ン
・
シ

ン
フ

ォ
ニ

ー
シ

リ
ー

ズ
　
第

８
回

松
本

モ
ー

ツ
ァ

ル
ト

・
オ

ー
ケ

ス
ト

ラ
実

行
委

員
会

専
決

日
:令

和
6

年
7
月

2
4
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

０
才

か
ら

の
音

楽
会

松
本

　
代

表
　

六
郷

栄
夏

子
育

て
中

の
親

と
そ

の
子

ど
も

に
生

演
奏

を
聴

く
機

会
を

提
供

し
、
併

せ
て

子
育

て
中

の
音

楽
家

の
活

動
の

場
を

広
げ

る
こ

と
に

よ
り

、
音

楽
の

振
興

に
寄

与
す

る
た

め
。

7
/
1
3

令
和

6
年

8
月

3
1
日

(土
)

松
本

市
第

三
地

区
公

民
館

子
育

て
中

の
多

く
の

方
に

癒
し

の
時

間
を

お
届

け
す

る
た

め
。

０
才

か
ら

楽
し

め
る

ス
ト

ー
リ

ー
仕

立
て

の
参

加
型

コ
ン

サ
ー

ト
。

入
場

料
：
8
0

0
円

〇
〇

-

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
0

才
か

ら
の

音
楽

会
０

才
か

ら
の

音
楽

会
松

本

専
決

日
:令

和
6

年
7
月

2
3
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

松
本

マ
ザ

ー
ズ

ア
ン

サ
ン

ブ
ル

あ
っ

ぷ
る

代
表

　
横

山
愛

子
育

て
中

で
も

、
吹

奏
楽

を
楽

し
め

る
機

会
が

あ
る

こ
と

を
知

っ
て

い
た

だ
く

こ
と

に
よ

り
、
芸

術
活

動
の

推
進

に
資

す
る

た
め

。

7
/
2
1

令
和

6
年

1
2
月

8
日

(日
)

松
本

市
音

楽
文

化
ホ

ー
ル

団
員

の
練

習
の

成
果

を
発

表
し

、
お

子
様

連
れ

の
ご

家
族

も
、
気

軽
に

吹
奏

楽
を

楽
し

ん
で

い
た

だ
く

た
め

。
子

育
て

中
の

母
親

等
に

よ
る

吹
奏

楽
演

奏
会

入
場

料
：
無

料
〇

〇
〇

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
第

1
5

回
あ

っ
ぷ

る
フ

ァ
ミ

リ
ー

コ
ン

サ
ー

ト
松

本
マ

ザ
ー

ズ
ア

ン
サ

ン
ブ

ル
あ

っ
ぷ

る

専
決

日
:令

和
6

年
7
月

2
9
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

オ
ペ

ラ
を

楽
し

む
会

　
代

表
　
倉

科
　

京
子

芸
術

活
動

の
推

進
に

資
す

る
た

め
、
広

く
一

般
市

民
の

興
味

の
あ

る
方

に
お

知
ら

せ
し

た
い

。
7
/
2

0
令

和
7

年
4
月

1
9
日

(土
)~

2
0
日

(日
)

ま
つ

も
と

市
民

芸
術

館
主

ホ
ー

ル

1
.地

域
の

音
楽

家
や

愛
好

家
で

オ
ペ

ラ
を

創
造

す
る

２
．
地

域
の

音
楽

家
や

愛
好

家
に

練
習

や
発

表
の

機
会

を
提

供
し

育
成

す
る

。
３
．
地

域
の

方
々

が
気

軽
に

オ
ペ

ラ
に

触
れ

る
こ

と
が

で
き

る
機

会
を

つ
く

る
。

４
．
こ

れ
ら

に
よ

り
地

域
の

音
楽

文
化

の
振

興
に

貢
献

す
る

。
以

上
を

趣
旨

と
し

て
公

演
を

開
催

す
る

。

ド
ニ

ゼ
ッ

テ
ィ

作
曲

　
オ

ペ
ラ

『
ラ

ン
メ

ル
モ

ー
ル

の
ル

チ
ア

』
公

演
を

行
う

。
入

場
料

：
大

人
5
,0

0
0
円

大
学

生
2
,5

0
0
円

小
中

高
生

2
,0

0
0
円

-
〇

-

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
第

1
2

回
オ

ペ
ラ

を
楽

し
む

会
公

演
　
ド

ニ
ゼ

ッ
テ

ィ
作

曲
　
オ

ペ
ラ

「
ラ

ン
メ

ル
モ

ー
ル

の
ル

チ
ア

」
オ

ペ
ラ

を
楽

し
む

会

専
決

日
:令

和
6

年
7
月

2
9
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

穂
高

美
術

協
会

　
会

長
　
矢

野
口

　
靖

安
曇

野
地

域
の

文
化

向
上

に
貢

献
し

た
い

。
7
/
2

6
令

和
6

年
1
0
月

1
8
日

(金
)~

2
2
日

(火
)

碌
山

公
園

　
研

成
ホ

ー
ル

絵
画

の
展

示
を

通
し

多
く

の
方

に
関

心
を

寄
せ

て
も

ら
う

こ
と

で
芸

術
文

化
の

価
値

を
知

っ
て

い
た

だ
き

地
域

の
文

化
振

興
を

図
る

。
会

員
に

よ
る

絵
画

、
版

画
等

3
0
点

ほ
ど

の
展

示
〇

〇
〇

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
穂

高
美

術
協

会
展

穂
高

美
術

協
会

専
決

日
:令

和
6

年
7
月

2
9
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

彫
刻

展
の

会

第
6
0

回
を

数
え

る
彫

刻
作

品
展

で
あ

る
。
市

の
進

め
る

生
涯

学
習

・
芸

術
文

化
振

興
に

寄
与

す
る

で
あ

ろ
う

制
作

者
の

自
己

研
鑽

に
励

む
姿

勢
を

受
け

止
め

て
い

た
だ

き
、
後

援
い

た
だ

き
た

い
。

5
/
3

0
令

和
6

年
1
1月

5
日

(火
)~

1
1月

1
1日

(月
)

碌
山

公
園

研
成

ホ
ー

ル

第
6
0

回
彫

刻
展

と
し

て
自

己
研

鑽
に

よ
る

彫
刻

作
品

を
展

示
・
発

表
す

る
こ

と
に

よ
り

、
地

域
の

芸
術

文
化

の
振

興
・
発

展
に

資
す

る
。

彫
刻

・
立

体
造

形
・
デ

ッ
サ

ン
等

の
展

示
発

表
（
約

5
0
点

）
〇

〇
〇

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

2
号

に
よ

り
可

■
第

6
0

回
彫

刻
展

彫
刻

展
の

会

専
決

日
:令

和
6
年

8
月

1
9
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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子
ど

も
家

庭
支

援
課
 

   

 

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

穂
髙

神
社

　
保

尊
　
勉

育
成

会
行

事
で

あ
り

、
育

成
会

の
協

力
を

得
る

た
め

7
/
1
5

令
和

6
年

9
月

7
日

(土
)

穂
髙

神
社

南
神

苑
土

俵
国

技
で

あ
る

相
撲

を
通

し
て

、
子

供
た

ち
の

融
和

と
協

調
性

を
図

る
参

加
範

囲
　
穂

高
神

社
氏

子
内

の
児

童
・
出

場
予

定
者

7
0
名

程
度

○
-

-

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可

■
第

2
2

回
子

供
相

撲
大

会
穂

髙
神

社
　
他

専
決

日
:令

和
6

年
7
月

2
3
日

結
果

(○
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

穂
高

地
域

青
少

年
育

成
連

絡
協

議
会

会
長

　
等

々
力

　
良

勝

本
公

演
は

地
域

の
青

少
年

の
健

全
な

成
長

を
支

援
し

、
心

身
と

も
に

健
や

か
な

青
少

年
の

育
成

に
寄

与
す

る
た

め
。

7
/
1
8

令
和

6
年

1
1月

9
日

(土
)

安
曇

野
市

穂
高

交
流

学
習

セ
ン

タ
ー

　
み

ら
い

　
多

目
的

交
流

ホ
ー

ル

穂
高

地
域

青
少

年
育

成
連

絡
協

議
会

で
は

、
地

域
の

青
少

年
の

健
全

育
成

を
願

い
、
毎

年
講

演
会

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
今

年
度

は
、
シ

ン
ガ

ー
ソ

ン
グ

ラ
イ

タ
ー

玉
城

ち
は

る
さ

ん
を

講
師

と
し

て
お

招
き

し
ま

す
。

講
演

「
命

の
参

観
日

」
〇

〇
〇

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
2

号
に

よ
り

可

■
青

少
年

育
成

講
演

会
穂

高
地

域
青

少
年

育
成

連
絡

協
議

会

専
決

日
:令

和
6

年
7
月

2
3
日

結
果

(○
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

鴻
池

運
輸

㈱
安

曇
野

営
業

所
片

岡
 勇

貴

乗
車

体
験

・
倉

庫
見

学
を

通
じ

て
、
働

く
こ

と
の

意
義

や
目

的
の

理
解

、
望

ま
し

い
勤

労
観

、
職

業
観

を
育

む
な

ど
、
青

少
年

健
全

育
成

に
寄

与
す

る
た

め
。

7
/
2

9
令

和
6

年
9
月

1
5
日

(日
)

鴻
池

運
輸

㈱
安

曇
野

営
業

所
　
敷

地
内

地
域

の
小

学
生

、
ま

た
そ

の
保

護
者

と
の

交
流

ま
た

、
ト

ラ
ッ

ク
等

の
車

両
に

関
す

る
教

育
へ

の
貢

献
ト

ラ
ッ

ク
乗

車
体

験
、
倉

庫
・
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

荷
役

の
見

学
○

-
-

基
準

第
3
条

第
2

項
及

び
第

4
条

第
3

号
に

よ
り

可

■
ト

ラ
ッ

ク
乗

車
体

験
会

 
サ

ン
ト

リ
ー

プ
ロ

ダ
ク

ツ
㈱

天
然

水
北

ア
ル

プ
ス

信
濃

の
森

工
場

鴻
池

運
輸

㈱
安

曇
野

営
業

所

専
決

日
:令

和
6

年
8
月

1
日

結
果

(○
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)
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文
化

課
 

 

 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

株
式

会
社

　
長

野
放

送
代

表
取

締
役

社
長

　
外

山
　
衆

司

児
童

か
ら

成
人

ま
で

、
幅

広
い

年
代

の
多

く
の

方
々

に
周

知
を

図
る

こ
と

に
よ

り
、
文

化
芸

術
の

向
上

・
普

及
に

寄
与

す
る

た
め

。

7
月

1
7

日
令

和
７

年
３

月
2

0
日

（
木

）
～

６
月

１日
（日

）
サ

ン
ト

ミ
ュ

ー
ゼ

　
上

田
市

立
美

術
館

深
堀

隆
介

氏
の

作
品

を
展

示
し

、
幅

広
い

年
代

の
方

々
に

鑑
賞

い
た

だ
く

こ
と

で
文

化
芸

術
の

向
上

・
普

及
に

つ
な

げ
た

い
。

美
術

作
家

・
深

堀
隆

介
氏

の
作

品
展

。
主

に
、

金
魚

を
特

殊
な

技
法

で
立

体
的

に
描

い
た

作
品

の
展

示
。

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
深

堀
隆

介
展

　
水

面
の

揺
ら

ぎ
の

中
へ

主
催

：
株

式
会

社
　
長

野
放

送
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報告第６号 

 

令和６年度 事業進捗状況報告（懸案事項等） 

１ 学校教育課 

教育総務係・教育指導室・学校教育担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

教育振興基本計画 
１ アンケートの回答を集計中 １ 第２回策定委員会 

 ・10 月上旬開催予定 

学校保健事業関係 

１ 第１回ストレスチェック実施 

・８/12（月）～９/10（火）面接指導申請 

（高ストレスと判定された希望者が対象） 

２ カウンセリングルーム実施 

・８/18（日） 穂高会館 

３ アレルギー対応委員会 

・７/25（木） 

 

就学時健診業務 

１ 就学時健康診断（園事前健診） 

・８/20（火） やまぶき 

・８/21（水） 細萱 

・８/22（木） 三郷西部  

・８/26（月） 三郷南部 

・８/27（火） 南穂高 

１ 就学時健康診断（【眼科】

園事前健診） 

・８/28（水）西穂高 

・８/29（木）穂高、 

穂高幼稚園 

・９/９ （月）明科南、 

明科北 

・９/11（水） 有明あおぞら、

有 明 の 森 、

北穂高 

就学援助事務 

１ 特別支援教育就学奨励費 

・申請案内配布 

・申請受付 

１ 特別支援教育就学奨励費 

・申請受付 

・認定審査 

左記以外 

就学援助費 

・前期支払いに係る調査 

GIGA スクール 

１ ICT 教育推進委員会 

・学校代表者向けに情報モラルに関する研修

会を開催 

２ GIGA スクール運営支援センター事業 

・８月夏の ICT 研修会を各校で開催 

３ ICT 支援員 

・９月からの訪問開始に向けた各種調整 

 

 

 

 

 

３ ICT 支援員 

・各校への訪問開始 

コミュニティスクール事

業 

１ 学校運営協議会委員研修会 

・７/31（水）豊科公民館 

２ 地域学校協働本部連絡会 

・８/１（木）穂高地域 

 

 

２ 地域学校協働本部連絡会 

９/11（水）三郷地域 
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学校安全 

１ 学校安全支援事業 

・防災アドバイザー訪問等に関する事前打ち

合わせ（穂高東中、三郷中） 

２ 学校緊急無線通報システム  

・作業完了 

３ 青色防犯パトロール実施者証  

・全校発行完了 

１ 学校安全支援事業 

・防災アドバイザーによる学

校訪問 

・９/９（月）穂高東中（避難

訓練等参観・講評） 

・９/24（火）三郷中（事前打

ち合わせ） 

左記以外 

交通事故０（ゼロ）プロジェ

クト 

・９/21（土）～10/20（日） 

小規模特認校制度 

１ 小規模特認校制度 

・令和７年４月転入学児童の募集業務 

実施中 

 （７/16・17 校長面談実施(新１年生)) 

２ 小規模特認校制度 

・令和７年４月転入学児童

の募集業務実施中 

不登校支援 

１ 教育施設連携促進コーディネーターの活動状

況 

民間施設等訪問件数 ５件 

学校訪問による民間施設等を利用する児

童生徒の状況把握、情報交換 ７校 

現役高校生と話す会（民間施設と企画・ 

進路等検討の一助として） ８/20(火)実施 

２ 教育支援センター活動状況 

  夏期教室 ７/22-31,8/19・20 実施 

12 名 利

用 

 

１ 教育施設連携促進コーデ

ィネーターの活動 

 ・８/31（土）民間施設が主催

の性教育講座に、教育支援

センター利用児童生徒と参

加予定 

 

２ 教育支援センター活動 

 ・夏休み明け～毎週（金） 

穂高会館での出張教室再

開 

キャリア教育 

１ 中学生キャリアフェスティバル 

  生徒実行委員会 ７/24（水）開催 

１ キャリアフェスティバル参

加事業所への説明会 

 ・９/12（木）、９/17（火） 

 学校関係者への説明会 

 ・９/13（金） 
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２  学校給食課 

学校給食担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

給食センター総務費 
１ 給食センター更新計画策定事務 

２ 地産地消の取組み 

１ 地産地消の取組み 

 

学校給食費会計公会計

事業 
１ 令和６年度給食費第３期振替 （７/31（水）） 

１ 令和６年度給食費 

小学校 320 円/食 

（うち保護者負担 280 円） 

中学校 375 円/食 

（うち保護者負担 330 円） 

 

各給食センター管理運営

事業 

１ 所管する学校へ安心で安全なおいしい給食

を提供できるように、施設及び調理環境の整

備の実施（各センター） 

２ 栄養士の学校訪問開始（各センター） 

３ ２学期の給食提供開始８月 21 日（水） 

 

 

堀金給食センター設備更

新事業 

１ 堀金学校給食センター厨房機器等更新工事

（８月） 

・厨房機器の搬入据付 

１ 堀金給食センターの休止（３

/18(月)～10 月上旬）予定 
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３ 生涯学習課  

社会教育係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

中央公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市民大学講座（信州大学との包括的連携事業） 

開催日：９月３日(火)（第４回目） 

「筋肉はうそをつかない」田中 直樹 教授 

９月 17 日(火)（最終回） 

「防災減災のための心の科学」菊池 聡 教授   

隔週火曜日午後７時～８時 30 分 

豊科交流学習センター、全５回 定員 70 名/回、 

２ 令和７年 二十歳の集い実行委員会（第２回） 

開催日：９月１日(日)午後３時 00 分～、会議室 

３ オンライン日本語教室（長野県モデル事業） 

開催日：８月 22 日～11 月 28 日毎週木曜日  

午後７時～８時 30 分、全 15 回 定員 20 名 

４ 第 72 回 長野県公民館大会   

９月 20 日（金）午前９時～午後４時、駒ケ根総合文化セン

ター、市立赤穂公民館 

研修会、講演会、分科会を実施 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和７年二十歳の集い  

１月 12 日（日）開催 

ANC アリーナ 

 

 

４ 令和７年９月 25 日（木）

～９月 26 日（金）、安曇

野市穂高会館において、

第 73 回 長野県公民館

大会を開催予定 

豊科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科公民館事業 

 

 

 

１ 第 19 回豊科さわやか市民運動会第２回実行委員会  

・８月 29 日（木）午後７時～、豊科公民館 

※出場確認期限は９月 19 日 

１ 10 月 13 日（日）午前８時

30 分から 12 時 30 分頃

まで、県民豊科運動広場 

※６年ぶりに開催 

穂高生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

穂高公民館事業 

 

 

 

 

 

１ 第 41 回穂高納涼祭 

・８月３日（土）午後４時 30 分～８時 穂高会館 

２ 里山トレッキング浅川山登山 

 ・８月 30 日（金）午前８時 15 分～午後４時 30 分 

３ 中房温泉自然観察会 

 ・９月 27 日（金）午前７時 30 分～午後４時 30 分 

１ 来場者数 1,628 人 

※前年比約 600 人増 

第３回穂高納涼祭実行委

員会 ９月 26 日（木）午

後７時～ 

三郷生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

三郷公民館事業 

 

 

 

 

１ 三郷文化産業展実行委員会 

 ・９月４日（水）午後７時 30 分～、三郷公民館講堂 

２ 第２回三郷地域学校協働本部連絡会  

 ・９月 11 日（水）午前９時 30 分～、三郷公民館講堂 

 

１ 三郷文化産業展開催：10

月 12 日（土）～14日（月） 

 

その他 三郷地域市民運動

会 10 月 20 日（日）開催

予定 

堀金生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

堀金公民館事業 

 

 

 

１ 堀金地域教育関係者連絡会議 

 ・９月６日（金）午前 10 時～、堀金公民館講堂  

   

 

 

その他 堀金地域市民運動

会 10 月 13 日（日）開催

予定 
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明科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

明科公民館事業 

 

 

 

 

１ 第 18 回 安曇野明科親睦ゴルフ大会 

 ・８月 29 日（木）午前７時 30 分～正午、 

豊科カントリー倶楽部 

２ カヌー体験教室 

 ・９月７日（土）午前９時～12 時、龍門淵公園 

 

 

 

４ 文化課 

文化振興担当 

事業 現    況 今後の取り組み 

芸術教育普及事

業 

1 安曇野AIR2024 

・５～10月：東京藝大出身の作家３名による、滞在、制作、市

民との交流、展示 

・市民との交流プロジェクト 

８月９日（金）13：00～、豊科高校 生徒との交流＆講義 

参加者 ６人 

・ワークショップ 

小林このみ：一般対象「漆塗り小皿絵付けワークショップ」 

１回目：８月10日（土）、みらい 参加者５名 

 

 

 

・展示 

 10 月 10 日 （ 木 ） ～ 22 日

（火） 

・みらい展示ギャラリー 

・ワークショップ 

２回目：９月20日（金）、き

ぼう 

2 東京藝大交流事業 ２ 10 月 楽器演奏指導 

参加校：堀金・明科・豊科

北・穂高西中学校 

3 京都芸術大学連携 

・南安曇農業高校生徒とコラボレーション作品制作 

  ８月 15 日（木）、堀金公民館講堂 

３ 京都芸術大学連携 2024

「AKAP 夏展」 

９月23日（月・振）～10月

１日（火）髙橋節郎記念美

術館ほか 

4 熊井啓顕彰事業 

・８月１日（木）熊井啓映画上映会前売りチケット販売開始 

４ 熊井啓映画上映会「日本

の黒い夏 冤罪」 

９月28日（土） 

豊科公民館ホール 

5 ミュージアム活性化事業 

・美術館博物館年間予定表 

小中学生を同伴した保護者の入館料を無料とするパスポー

トの発行(全児童・生徒へ配布)６月利用者23人、７月利用

者47人 

５ 美術館・博物館 無料開

館：10月５日（土）～６日

（日） 

6 ０歳からのミニコンサート ・第２回 11月８日(金)（明科

公民館） 

文化団体補助事

業 

1 『安曇野文化』刊行 

・第52号（夏号）８月31日発行 

 

2 信州安曇野薪能 

・８月24日（土）午後５時30分開演 会場：龍門淵公園 

 

3 ちくに生きものみらい基金充当事業 

・８月30日（金）豊科東小６年 松本市四賀 化石館 外 

・９月27日（金）穂高公民館 

中房温泉 
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指定管理施設の

事業 

1 豊科近代美術館 

・「高山晃展」７月27日（土）～９月１日（日） 

ゆりのき展示ギャラリー 

2 田淵行男記念館 

・柗本一男写真展「岳と谷」６月11日（火）～９月８日（日） 

・田淵行男写真展「大雪山」６月４日（火）～９月１日（日） 

 

 

・田淵行男賞写真作品公募 

応募受付 12月１日（日）

か ら 令 和 ７ 年 ２ 月 28 日

（金）まで田淵行男記念館 

博物館担当 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

豊科郷土博物館教

育普及事業 

１ 夏季企画展「絵図から何がわかるか！ 

…安曇野の江戸時代をみる」 

 企画展関連イベント 

・「大きな古い地図をみよう」①麻績会田壱枚御絵図 

期日:７/27(土)・28(日) 参加者:40 人 

・講座「絵図を楽しむ 第１回 国絵図を比べてみよう」 

 期日:８/10(土)     参加者:15 人 

 

貞享義民記念館教

育普及事業 

１ こどもとおとなの<かたちあそび>講座 

・第１回「描いて、たらして、滲ませて！ 

大きな紙におもいっきり描こう！」 

期日:７/28(日) 参加者:16 人 

２ 楡フォトクラブ写真展  

・会期：７/９(火)～７/15(月) 参加者:100 人 

３ 信州ゆかりの作家展 

・会期：７/21(日)～８/15(木) 

１ 人権ポスター展  

・会期：８/24(土)～９/１

(日) 

文書館施設運営管

理事業 

１ 重要文書等収集・整理（公開資料点数） 

・公文書 54,532 点、地域資料 54,639 点(７月末現在) 

(７月新規点数/公文書 480 点、地域資料 1,513 点) 

 

文書館教育普及事

業 

１ 前期企画展「今に繋ぎ、伝えてきた区の史実」 

 文書館講座「文書等からひもとくお宮あれこれ」 

・期日：７/21（日） 参加者:35 人 

 

文化財保護係 

事業（懸案事項） 特記事項 今後の取り組み 

埋蔵文化財発掘

調査事業 

１ 国道19号の歩道拡幅に伴う明科遺跡群明科廃寺に係る長

野国道事務所との保護協議 

・発掘調査 

９月～10 月まで 

図書館係 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

中央図書館 

１ 中央図書館開館 15 周年記念講演会 

 ・７/14（日） みらい  午後２時～ 

 ・講師 磯野 真穂さん（安曇野市出身） 参加者：101 人 

２ 映画上映会「風は生きよという」 

 ・８/９（金） みらい  午後６時～ 参加者：13 人 

 

豊科図書館 

１ チャレンジ講座①山岳講座 

  「安曇野の地形と地質について」 

 ・８/３（土）  きぼう  午前 10 時～ 参加者：55 人 

 

三郷図書館 
１ 三郷図書館講座①  「作ってあそぼう！さいころゲーム」 

 ・８/８（木）  ゆりのき  午前 10 時 30 分～ 参加者：16 人 

 

堀金図書館 

１ 映画上映会 

「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 With 

コズミックフロント☆NAXT 地球の段・はやぶさ２の段」 

・８/８（木）  堀金公民館 午後１時 30 分～ 参加者：38 人 

 

明科図書館 

１ 映画上映会 

   「すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ」 

  ・８/１（木）  ひまわり 午前 10 時 30 分～ 参加者：50 人 
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５ 子ども家庭支援課 

子ども子育て政策係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童クラブ整備事

業 

１ 教室改修工事等の進捗状況 

・豊科東小児童クラブ 被服室改修工事 実施中  

７月～10 月 

・明南小児童クラブ 普通教室改修工事 実施中 

７月～11 月 

 

第３次安曇野市子

ども・子育て支援

事業計画策定業

務 

１ 子ども・子育て会議 

・７/26（金） 午後１時 30 分～ 豊科交流学習センタ

ー  ２階 多目的交流ホール 

２ 子ども若者意見広場 

・７/27（土）４階 大会議室 午後１時 30 分～ 

１ 子ども・子育て会議 

・９/30（月） 午後１時 30 分～ 

本庁舎３階 全員協議会室 

 

こども計画策定業

務 

１ こども計画策定検討会議 

・７/26（金） 午後３時 30 分～ 豊科交流学習センタ

ー  ２階 多目的交流ホール 

２ 貧困対策、子ども・若者対策に関する調査 

・調査期間 ７月 22 日(月)～８月 12 日(月) 

１ こども計画策定検討会議 

・９/30（月） 午後３時 30 分～ 

本庁舎３階 全員協議会室 

黒沢洞合自然公

園整備事業 

１ 実施設計業務 

・履行期間 ３月～11 月（当初９月 契約変更予定） 

２ 土地利用審議会 

・８月下旬 

 

あづみの自然保

育ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ事

業 

 １ 園庭田んぼ事業有明あおぞら

認定こども園 稲刈り 

・９/17（火）午前９時～ 

子育て給付係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童扶養手当 現

況届 

１ 児童扶養手当の現況届受付期間（８月） 

・対象 約 650 件 

 

１ 子育て給付係窓口及び郵送に

より受付を行い、新年度手当の

審査を実施する 

児童青少年係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

青少年育成環境

整備事業 

１ 青少年の非行・被害防止全国強調月間 

・７/１(月)～７/31(水) 

２ 夏休み街頭巡回活動 

・８/19（月）市内５地域 午後６時 

 

青少年体験事業 １ 夏休み子ども体験ラボ 

①リバーボード親子体験会 

・７/21（日）明科龍門淵公園、前川周辺 午前９時 

②葉脈のキーホルダーを作ろう！ 

・８/１（木）堀金公民館調理実習棟 午前９時 

③ダンス体験をしよう！ 

・８/７（水）明科公民館講義室 午前 10 時 

２ 真鶴町交流事業 

・８/８（木）～９（金）神奈川県真鶴町 

３ 江戸川区花火大会 

・８/24（土）～25（日）東京都江戸川区 

その他  

・信大不破先生と学ぶ子どもプロ

グラミング体験（全３回）９/７

（土）、８（日）、21（土） 401 会

議室 午前９時 30 分 

・ジュニアリーダー養成講座①「ｅ

スポーツ大会」９/14（土） 堀金

公民館講堂 午後１時 

・福岡市東区交流事業 ９/14

（土）～16（月・祝） 福岡県福岡

市 

放課後子ども教室

実施事業 

１ スタッフ研修講演会 

・８/21（水）大会議室 午後２時 
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子ども家庭相談担当〈子ども発達支援相談室〉 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童発達支援事

業 

１ 遊びの教室 

・８月は４回実施 

こあら（１歳児）穂高（８/５（月）、８/21（水）） 

こあら（１歳児）豊科（８/６（火）） 

いるか（２歳児）穂高（８/22（木）） 

２ 発達相談日（親子であっぷっぷ） 

・８月は３回実施（８/７（水）、８/20（火）、８/28（水） 

３ 運動発達相談日（はいはいたっち） 

・８月は３回実施（８/２（金）、８/23（金）、８/30（金）） 

４ ことばの相談日 

・８月は２回実施（８/８（木）、８/22（木）） 

５ 親子で遊ぼう教室 

・８月は１回実施（８/８（木）） 

６ 子育て学習会 

・８月は１回実施（８/30（金）） 

１ 遊びの教室 

・９月は５回の実施を予定 

 

 

 

２ 発達相談日 

・９月は４回の実施を予定 

３ 運動発達相談日 

・９月は４回の実施を予定 

４ ことばの相談日 

・９月は２回の実施を予定 

５ 親子で遊ぼう教室 

・９月は１回の実施を予定 

６ 子育て学習会 

・９月は実施なし 

 

 

６ こども園幼稚園課 

保育幼稚園担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

価値創出プロジ

ェクト 

「安曇野の日」 安

曇野市の産地食

材を使った給食の

提供について 

 

１ 価値創出プロジェクト「安曇野の日」 公立園給食について 

「選ばれ続けるまち、安曇野」において取り組むアクションと

して、安曇野市立認定こども園・幼稚園の園児に安曇野らし

い特色・魅力ある給食の提供をし、給食面からも子育て世

帯へのＰＲを行う。 

(１) 目的 

・園児が地域の食に関心を持ち、自然の恵みやそこに携わっ

ている方々への感謝の気持ちを育む。 

・食べ物を大切にする気持ちを育み、ＳＤＧｓの取り組みにも

つなげる。 

(２) 方法 

安曇野市が誕生した日（10/１）を「安曇野の日」として、市の

特産品である、玉ねぎ、りんご、ニジマス、夏秋いちご等安

曇野市の食材を使った給食を提供する。お便り等で事前に

家庭に周知する。 

(３) 期日 令和６年 10/１（火） 

(４) 時間 午前 10 時 30 分から 12 時 30 分  

(５) 場所 各園で行う 

   ※理事者の行く園 

    教育委員会が行く園  を予定 

    詳細は決定次第連絡 

 

実施後は、市 HP に写真を

掲載して、実施した様子をお

知らせする。 

 

安曇野市の特産品について

は、継続的に伝えていく。 

食に対する興味を掻き立て

る食育を進めていく。 

公立園運動会につ

いて 

１ 公立認定こども園運動会 

(１) 期日 令和６年 10/２（水）～10/７（月） 

   各園上記期間内午前に運動会を実施する 
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